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午前10時00分開会

会議に付した案件

○参考人意見聴取

「全天候フォレストベンチ工法」を活用した

本県における防災・減災対策について

○意見交換会

九州電力株式会社宮崎支社

１．防災業務計画及び災害時における迅速な

電力復旧について

２．水力発電所における安全対策の取組(ダム

放流時の周知等)について

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 中 野 廣 明

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 渡 辺 創

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

委 員 武 田 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

意見聴取のために出席した参考人

株式会社国土再生研究所
栗 原 光 二

代 表 取 締 役

フォレストベンチ研究会
川 添 祐一郎

宮 崎 支 部 長

フォレストベンチ研究会
西 村 和 子

宮崎支部会報編集担当

意見交換のために出席した者

九州電力株式会社宮崎支社

企画・総務部長 田 畑 博 之

技 術 部 長 甲 斐 泰 宏

宮崎送配電統括センター
星 裕

副センター長兼企画業務部長

宮崎送配電統括センター
西 正 貴

電 力 部 長

宮崎送配電統括センター
永 家 三 郎

配 電 部 長

企 画 ・ 総 務 部
宮 田 健 司

総務・地域共生グループ長

企 画 ・ 総 務 部
山 下 寿 司

立地グループ長

技 術 部
小 島 和 久

土木建築グループ長

技 術 部
伊 藤 浩 二

土木建築グループ

企 画 ・ 総 務 部
吉 岡 裕 泰

広報グループ長

企 画 ・ 総 務 部
小 玉 博 文

広報グループ副長

企 画 ・ 総 務 部
堀 川 伸 一

総務・地域共生グループ副長

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 勝 目 花 穂

政策調査課主査 深 江 和 明

○中野委員長 それでは、ただいまから防災・

減災対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、
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お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日の委員会は、午前と午後にわたります。

まず、午前中は、株式会社国土再生研究所の

栗原光二代表から、「全天候フォレストベンチ工

法」を活用した本県における防災・減災対策に

ついてというテーマで御説明をいただき、質疑

応答に入りたいと思います。

参考に、栗原様の履歴書等を配付いたしてお

ります。

そして、午後は、九州電力株式会社宮崎支社

にお越しいただき、九州電力の防災業務計画や

災害時の電力復旧、水力発電所における安全対

策の取り組みについて概要説明をいただき、意

見交換を行いたいと思います。

その後、委員会として提言及び次回委員会に

ついて御協議をいただきたいと存じますが、そ

の順序でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように決定いたします。

それでは、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○中野委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

最初にお断りいたしますけれども、私はちょっ

と体調を壊しておりまして、座ったままになる

かと思いますので、よろしくお願いいたします。

本日は、株式会社国土再生研究所の栗原光二

様にお越しいただきました。大変ありがとうご

ざいます。

栗原様は、日南市の御出身で、現在は東京で

株式会社国土再生研究所の代表取締役をされて

いらっしゃいます。

栗原代表の開発された全天候フォレストベン

チ工法は、崖や斜面をコンクリートで覆うので

はなくて、階段状に木を植え、鋼の棒で斜面を

固定することで、斜面の安定化と景観の向上に

寄与する技術というふうに伺っております。平

成24年には、その技術で「第14回国土技術開発

賞」地域貢献技術を受賞されていらっしゃいま

す。また、同技術を用いて、青島海域周辺を津

波から守る防災・減災技術の開発にも意欲的に

取り組んでいらっしゃるとのことであります。

それでは、私のほうから委員を紹介いたしま

す。

私は、特別委員会委員長で、東諸県郡選出の

中野廣明といいます。

次に、委員を紹介いたします。

最初に、私の隣が、延岡市選出の河野哲也副

委員長です。

続きまして、皆様から見て左側が、西臼杵郡

選出の緒嶋雅晃委員です。

児湯郡選出の坂口博美委員です。

小林市・西諸県郡選出の丸山裕次郎委員です。

延岡市選出の後藤哲朗委員です。

宮崎市選出の野﨑幸士委員です。

続きまして、皆様から見て右側が、宮崎市選

出の渡辺創委員です。

都城市選出の来住一人委員です。

宮崎市選出の有岡浩一委員です。

串間市選出の武田浩一委員です。

以上で委員の紹介を終わります。

それでは、栗原様、よろしくお願いいたしま

す。どうぞ、よろしかったらお座りください。

○栗原代表取締役 皆様、きょうは本当にあり

がとうございます。

まず初めに、10月中ごろだったと思いますが、

今回の件のお電話をいただいて、その後、議長
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様からの依頼文も含めて、全天候フォレストベ

ンチ工法で宮崎県のためにお手伝いすることが

ないだろうかと、防災・減災についての意見を

求むというようなお手紙をいただきまして、十

分なお時間をいただいて、お手元の資料ができ

てきたわけですが、構想は以前から宮崎に対す

る思いとともにありました。（「どうぞおかけに

なってください」と呼ぶ者あり）ちょっと緊張

をほぐしております。

私、日南市出身と御紹介していただきました

が、父親が油津生まれ、それから母親は大堂津

育ちということで、油津から南郷に向けての湾

があるんですね。湾といっても島が５つも６つ

もありますけれども、大島という、人家が少し

あった島がありますけれども、その向かい側に

南郷と並列して大堂津というのがあって、海水

浴場でお運びいただいたことがあるんじゃない

かなと思いますが、何せ漁師町のちっこい町で、

私はそこで育って、まず気がついたときには前

に海が広がっておったということで、海を遊び

場として育ったわけです。大島というのは非常

に大堂津に向けては波を静めてくれる大事な島

なんですが、その裏に行くと太平洋がずっと広

がっています。太平洋側に向けて傾斜した地層

があるわけですけれども、それは青島までつな

がってきているんです。大島なんかは裏側に行

くと、ごつごつした岩が存在している。鵜戸山

の石、そこらと同じような形のものがざっと並

んでいるわけですけれども、結局、岩の流れが

宮崎にいろいろなかかわりを持ってきていると

いうことを、私は小さいときからなれ親しんで

きたものですから、故郷を離れてあちこちで高

速道路をつくるのに時間を費やしましたけれど

も、常に宮崎に思いはあったわけです。

といいますのは、大学は九州のほうがいいと

思って小倉に行ったんですが、帰ってくるたび

に国道220号がコンクリートで覆われてくるわけ

です。これは、御存じのように、地層が約30度

で海側に流れるような傾斜になるわけですね。

流れバンクというんですけれども、それが観光

客の安全に非常に問題だということで、非常に

簡単な発想で、コンクリートで固めちゃったと

いうのが本当の経過だと思います。ところがそ

の後、空洞がどんどん加速されて、コンクリー

トが災いしてきたという経過も御存じだと思い

ます。私は大学で土木のほうに進んだんですが、

まず初めにコンクリートとは何ぞやということ

をやってみますと、引っ張り力には全くだらし

がないわけですね。さらに、水をとめるという

水密性というんですけれども、密度を高くして

水をとめるという機能、建物もあれは完全にそ

ういうコンクリートで覆ってしまうというのも

あるわけですけれども、斜面をそうやってしま

うと、内部にあった水は出てこないんです。逆

効果になるわけですね。

ということで、コンクリートの使い方を間違っ

ているんじゃないかということを私は常々思い

ながら、故郷の醜くなっていく斜面を眺めてき

たんですけれども、学校を卒業して道路公団に

入社しました。人並みに就職しないといかんと

いうことで社会人になったわけで、そこで30年

ほどやってきたわけですけれども、その後、坂

口委員のほうとも東九州道路のほうでいろいろ

と御関係を結んでまいりました。

それで、高速道路づくりをやってきたんです

けれども、これ何か土木屋として何かが抜けて

いるなというふうに感じながらきたんですが、

幸いなことに道路公団というのは非常に先鋭的

だし、誰もやらんような、もしくはこれは手が

あいたらやらせるぞというようなものも含めて、
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いろいろなことをやらせてもらいました。

１つは、盛岡で中世の遺跡が出てきて、これ

を守るためにルートを変えろという問題が生じ、

文化庁と折衝したんですけれども、そこに壁を

つけてアンカーでとめて遺跡を守るという、こ

れ３億円かかったので、私たちは３億円事件と

言っているんですけれども、そういうものを初

めて、もしかしたら最後だと思いますけれども、

連続地中壁という工法で遺跡を守ったというこ

ともやらせてもらいました。土中アンカーとい

うのを道路公団で初めて使って、それが一般化

するきっかけをつくらせてもらったもので、申

し上げさせていただきます。そういうことで、

コンクリートは非常に問題だと知りながら、地

中壁はコンクリートでないとできないものです

から、それが唯一、高速道路で使った私のコン

クリートのり面の使用技術です。

その後、私は、きょう、資料をお手元に届け

させていただきましたが、これは後でまたレビュ

ーしていただくときにお使いいただくとして、

貴重な時間ですので、映像と、それからお話と

で、私のここまでの足取りがどうだったかとい

うことをちょっと紹介をさせてもらいたいんで

す。

私は日南から東京の学校に行くことを考えて

はいませんでした。九州で十分勉強できるんだ

ということもあって、しかし旅行だけは全国を

回りました。まず行ったのは阿蘇、雲仙の南九

州なんですけれども、その次に行ったのが四国

です。四国で見たかったのは足摺岬、それは何

かというと、黒潮が見えるんですね。大学には

九州の人も本当にたくさんいましたけれども、

四国も大体東京の人も来ていましたから、あち

こちの先輩、後輩、同輩、それで情報を交換し

て、次の旅行先を決めて回ったわけです。足摺

岬を見たときは、あれ大体200メーターぐらい高

いところから見おろすんですが、何と黒潮が川

のように流れているんです。それを見て、これ

は宮崎を通ってきた潮だなと、しかも間にあぶ

くがどんどん出る状態、よどみと流れの差がちゃ

んと切れ目があるんですね。そういうこともあっ

て、忘れられない風景です。

そのほか例えばお金のかからない旅行とした

ら何かというと、サイクリングかヒッチハイク

です。休みのたびに旅行をしたんですけれども、

宮崎から金沢まで行ったことがあります。車を

乗りかえたのが250回ぐらいありました。それで

行って、福島まで行って電車で帰ってきました

が、その次は北海道まで行ったりしまして、九

州に住んでいて、学校へ行って、北海道を１か

月間で回ってきたことがあります。それらがベ

ースになって、道路公団時代には随分いろいろ

なことが経験できたというふうに思います。

いろいろな出会いがあるわけですけれども、

繰り返しになりますが、要するに道路公団で人

が嫌がる仕事、やりたくないという仕事が何で

か来ちゃうんですよね。手も挙げなくても来る

よというふうに、好きなことをたくさんやらせ

ていただきました。その都度、新しいものにチャ

レンジしてきたということです。

僕から見ておもしろかったのは、１つは棚田

です。これが、世界的に見ると、マチュピチュ

です。それから、中国は雲南省に世界一の棚田

のところがあるんですね。それをテレビでやっ

ていましたが、どれだけの面積かというと、世

界一というのは東京ドーム１万倍だそうです。

それぐらいの敷地が、斜面が、千年の昔から先

祖が切り開いて、今でも棚田なんですね。

その人たちはどこから来たかというと、もっ

と北欧からほかの民族に追いやられて、安住の
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土地を探して満州に着いたと、その歴史がずっ

と棚田で保管されていて、階段の高いところは

３メーターの石積みと同じような落差の階段が

ついているわけですね。マチュピチュは御存じ

のように神殿みたいになっていますが、ジャガ

イモの畑が石段でできているんですね。

ということで、階段にすると何でいいのかと

いうことは初めはわからなかったんですけれど

も、誰もが階段であれば上るけれども、滑り台

だったら逆に上れませんね。それと同じです。

ということは、崩れようがないんです。棚田は

３メーターの段差があっても、粘着力を持つん

ですね。粘土の土のくっつく力です。要するに、

引っ張り力です。

このことは、置きかえると木の根っこ、木が

育つと、木の根っこの引っ張りがどれぐらい働

いているかということを考えてみますと、何と

木は、鉄の力の抵抗力の半分はあるそうです。

御存じのように、木橋だとか、建築物がたくさ

ん木だけでつくられていますけれども、根の強

さというのは幹の強さとほぼ同じ、木質ですか

ら、それが鉄と同じぐらい引っ張り力があると

なったら、太さで勝負したら絶対木のほうが勝

つんですね。そういうことも発見しましたので、

おもしろいことをやろうと思えば、たくさんの

ことをやらせてくれた職場で、いろいろなこと

を思いついてやってきたというのが私の学生時

代からの足取りであります。

お手元に、滋賀県の石山寺の写真が入ってい

ますけれども、石山寺というのは、御存じのよ

うに、1300年も続く有名なお寺なんですが、そ

こで滋賀県の防水対策のために水路をつくるん

です。それで掘られた斜面にコンクリートが使

われたんですけれども、これをはぎ取って緑に

しようという計画で、住職さんからのたっての

お願いで、私の工法に目をつけてくれて、国土

交通省が施工をやるということで、我々が請け

負ったわけです。

何と、これも写真でごらんになったように、

８年で木が育って、間伐材が見えなくなったん

です。これもちょっと風景として写真を撮って

みたら、非常に大きな財産になりました。普通

に見られるそうですけれども、間伐材の杉の材

料が腐るまで使ったとして10年もちます。それ

が腐る前に８年で木が育って、それが隠れてし

まうということに遭遇したわけです。

「森は海の恋人」という活動をされている畠

山さんという方がおりますが、御自宅もそれで

やったわけですけれども、今、畑のはめたとこ

ろはどうなっているかというと、木が腐ってぼ

ろぼろですけれども、森になったために景観が

保たれているということで、さらに東日本大震

災のときに津波が来ました。畠山さんのところ

は標高10メーターちょっと上にあるんですけれ

ども、（「気仙沼です」と呼ぶ者あり）ごめんな

さい、気仙沼ですね。そこに、初め試験的に上

のほうにやったんですけれども、次は下のほう

にこれをやってくれと言われて、何だろうな、

なぜこんな家の下までやるのかなと思ったら、

何と三陸は津波の被害が、吉村昭さんの小説に

もありますように、大正はないのかね、明治、

昭和と、ずっと毎100年ごとといいますか、大き

な災害があるということで、畠山さんももうそ

ろそろじゃないかなと思ったんでしょうか、崖

の下の方もやってくれというふうに言われまし

た。後でＤＶＤも見れますので。

やったところ、津波が来ました。大震災のと

きの15メーターです。そうしたら、そこに10段

つくっていて、海面との落差もありましたが、

大体15メーターです。ぎりぎり家の上まで来た
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んですけれども、５、６回行ったり来たりする

間に引いてくれて、そのときに土砂は持ってい

かれなかったんです。そのときに壁はどうなっ

ているかというと、金網でつくったんです。で

すから、畠山さんに言わせると、それをコンク

リートにしておったら、恐らくもたんかっただ

ろうと。すき間があって、引き波がその中を通

り抜けていってくれたから、家は安全だったん

だと、彼はあちこちの講演会で我々の研究会に

ついて言及してくれています。

○西村氏 カキの養殖をなさっている漁師さん

ですね。カキの海をつくるために、山に木を植

えようという運動をされております。（「森は海

の恋人ね」と呼ぶ者あり）そうです。

○栗原代表取締役 済みません、紹介がおくれ

ましたけれども、こちらが西村和子といって、

私の実の姉なんですけれども、それから川添祐

一郎、これはいとこで、母方の同じ人間です。

ということで、協力してやらせてもらっていま

す。

要するに、津波が来ても、すき間があったこ

とによって助かったということです。普通は閉

じているほうが強いと思うんですけれども、そ

うじゃないんですね。水も空気もこれは分子で

す。あおげば風になりますけれども、全部詰まっ

ています。きのう、飛行機に乗ってきましたけ

れども、飛行機が飛ぶのも空気同士が圧縮で押

し固められているところに動きが入って揚力が

生じます。ですから水も動きたいときにはすき

間がないととまるんです。すき間がなかったら、

全部持っていっちゃうんですね。

ですから、コンクリートを海で使って砂をと

めようなんて、これはできないんです。水が動

くときには砂も動くんですから、むしろ重いも

のの下をえぐっていきますから、ますます沈下

が激しくなります。後で出てきますけれども、

私の構想は透水性を持った壁がよろしいんじゃ

ないかと思っています。それは、お手元の資料

のほうに。

鋼製柵と言っています。鉄の網の柵です。こ

の話をまた次に進めますが、要するに水も空気

も分子だ、分子もさらにまた原子というものに

なりますけれども、要するに車のタイヤの中

に2.5気圧くらいのものを入れると、バウンドし

てというのと同じように、組み込めると物すご

い力を発揮します。それと同じような理屈で、

水が暴れ狂ったときには大変なことになります

ので、それをスムーズに通してやるということ

が大きな武器になると思うんですね。それで、

私は透水性との出会いについても非常に重要視

しているんです。

次に、大きな点というのは、実は生命力なん

ですね。先ほど申し上げたように、根っこがど

のぐらいの力を持つか、鉄の半分は引っ張り力

があるんです。今、そこに鉄のリングがありま

すが、これを用いると、これはこれと同じもの

を３世代、大きさ順に並べたものなんですけれ

ども、要するに鉄の力は丸いほど強いんですが、

これは引っ張り力を分離融合できますので、一

方この棒のほうが、重いから短くしております

が、これは１本で大体20トンもつ鉄筋です。こ

れを十文字に使うと、アンカーができて、なお

かつ横に引っ張りができるということで、極め

てコンパクトに力を集積できるという仕組みで、

これはまだ特許を取っておりませんが、私の考

えでつくったものです。ということで、透水性

と引っ張り力、これが自然を相手にするときの

最も合理的な仕組みじゃないかなと思います。

ＤＶＤをお見せしたいんですけれども、2014

年ですか、広島で大災害がありましたね。もち
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ろんこちらにも波及があったと思いますが、広

島で安佐南とか北区とか、ああいうところが大

変な被害を受けたときの災害をテレビで見まし

て、これは土石流をとめなきゃだめだなと。土

石流とはどんなものかというのは非常に難しい、

土石流は相手にするものじゃないということを

過去には言ってきたわけですね。高速道路をつ

くるときも、ないところにつくれということで、

相手にするなということですね。

○中野委員長 済みません、ＤＶＤと話と、どっ

ちか一方に。

○栗原代表取締役 じゃ、こっちにしましょう。

（ＤＶＤ再生）ありがとうございました。

実験は４年前ですけれども、その後、こういっ

たことを強化することを考えました。私は、きょ

う、レジュメの２つ目に土石流をとめよう、土

石流の被害を最小にしよう、減災しようという

趣旨のことを載せています。広島のときに73～74

名ぐらい亡くなり、ことしの西日本災害で230名

ぐらい、それは約３倍になるんですけれども、

この４年間でそういう死亡が急増しており、こ

れは地域でどんどん増加しています。それこそ

ビデオにありますように、至近距離でとめると

いうことが大きな課題です。

実は、個人的な話ですが、公明党の太田先生

は、私にこのビデオを見て何か秘策があるのか

と言われたので、実はこれは至近距離でとめる

んです、一番近いところでとめるんですと、こ

う言ったんです。遠くからやって外れるよりも、

とにかく家の裏でとめようということを考えて

いますと言ったら、太田先生は相撲の経験のあ

る方で、要するに相撲のわざで、一番近いとこ

ろで受けとめるということが一番効果があると

いうふうに考えてくれたんでしょう。なかなか

いいスローガンだねと褒めてくれたということ

で、鋼製網でとめるというのは、動的な力を近

いところで瞬間的に変形、変位でとめるという

ことが可能であれば、仮に家が壊れても命が助

かる。災害のときに、実は人間は必ず家にいる

ものです。私たちは、日ごろ、一番頼りにして

いるのは家ですから、その家をまず守ろうとい

うのが狙いです。

ということで、レジュメの２つめに上げてい

る土石流のシェルターというのは、こういう危

険なところには、裏山にそういう設備があれば

助かるということを申し上げているわけですけ

れども、今、お渡ししている写真の中にはそう

いうことをやった事例が幾つか載せられていま

す。

それで、今の映像でごらんいただいたように、

鋼製の透水性のある鉄の柵を用いれば、津波も

とまるんじゃないかと、私は思ったんです。な

ぜならば、津波は水位が浅くなるほど速度は下

がるんですね。太平洋のど真ん中だと、飛行機

の速度ぐらいですけれども、太平洋を上がって

きて岸辺に近づくと50キロぐらいになります。

そうすると、先ほどの落石の速度50キロとほぼ

一緒です。そうなってくると、特に宮崎は遠浅

ですから、落ちる可能性は高いと思います。

となると、そのときにこの柵が、今は１列で

したけれども、５列ぐらいつくれば、順番に減

衰していくだろうと。これは当てずっぽうがあ

るかもしれませんが、鬼の洗濯岩は奥行きとい

いますか、沖に向かって100メーターぐらいだと

いうふうに、このパンフレットに出ています

が、100メーターぐらい沖まで広がっているとい

うわけですね。傾斜は30度ぐらいだろうと、砂

場と余り変わらんだろうと、そうすると100メー

ター行って、100メーター、３メーターのものを

５列つくったときに、この図面、まず、この段
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階、通常の段階では、海の中に伏せておくんで

す。見えないんです。次の図の２は、この伏せ

ていたのが、津波が１回引きますから、海岸線

からどんどん引いていきますから、川のような

流れで立ち上がる。要は揚力、持ち上がる力が

働くんですね。立ったら、今度は沖から津波が

順番に今度は押し寄せてくる。そのときにパラ

シュート状に開いてくれればいいと。沖から戻っ

てくる津波を順番にとめることができるんじゃ

ないかなというのが私のこの仕組みの基本的な

考え方です。ですから、海の中に沈んでいると

きは大体１メーターぐらいの水深のところに、

見えない。３メーターのところに行ったって、

まだ100メーター残っているんだとなれば、そこ

に10メーターぐらいの間隔で、これを沈めとけ

ば、津波が来たときにそれをとめる機能は、発

揮されるんじゃないかと思います。

実は、もう一つ大きな働きがあって、砂の海

岸がどんどん入り江が狭くなっていますね。こ

れは皆さん方、声をお聞きになっていると思い

ますが、さっきから申し上げているように、海

流が砂を運んでいく。ただし、漂砂というやつ

があるんですね。海の中に漂っている砂です。

これが昔は多かったために、ダムから流れてき

て、河川から来た砂が海岸を収支ゼロにしてい

たんですけれども、それがダムをたくさんつくっ

たために減ってきたんです。しかし、漂砂はい

つも漂っている。その漂砂をこの組み立てで沈

殿させようという考え方なんです。津波を待っ

て、100年間このまま続けても、これが機能する

かどうかわかりませんが、漂砂を沈める機能は、

台風のとき、高潮のとき、さまざまな海の激し

い変化で海底があらわれるときには、これが漂

砂を沈殿させる働きをするんじゃないかなと、

私はそう考えています。そうすると、津波が来

るまでにちゃんと平常の仕事をすると、津波が

来るまで待たないといけないのはコンクリート

防潮堤。コンクリート防潮堤は、100年に１回の

パターンで来る、インターバルで来る津波に対

して、待っている間に劣化して、なくなっちゃ

うというのを心配している人がたくさんおるわ

けです。今、東北でつくられている14メーター

の防潮堤は、日々劣化しております。それが100

年後に、あっちが壊れ、こっちがひびが入りと

いう形で、つくりかえていくんです。つくりか

えするんだったら、そのときに津波が来たらど

うするんですかという問題があるんです。修理

中に防潮堤の役割をしなくなったコンクリート

の防潮堤というのは、防潮堤じゃないんですね。

ですから、私は、この方式は５列をここに設

ける、100メーターの中に５列設けることによっ

て、１列ずつ修理していけばいいんですね。抜

き取って、ここから抜き取って、それだけ修理

していくと。そうすると、４列は生きとるわけ

です。その生きている４列で津波はとまるんじゃ

ないんだろうかな、抵抗できるんじゃないかな、

そういうメリットもあります。

ということで、コンクリートとの対比をやる

と、コンクリートでは海の生物を死滅させられ

た上に、景観もよくない。観光的な機能も低下

する。それに比べれば、この方式をトライして

みる価値は十分にあるんじゃないかなと。ただ、

私が札幌でやった実験は、上から石を落とした

実験でしたけれども、海でやる実験もやっぱり

さまざまな検討が必要だと思いますけれども、

私が、わずかしかない経験でやってきただけの

ことで、全てがうまくいくとは思いませんが、

ぜひチャレンジをしていただきたいなという思

いがあります。私は生まれつき欲深なんですけ

れども、とにかく命は大事、天然記念物も大事、
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どっちかじゃないんです。どっちもなんです。

どっちも救う方法を考えなきゃいけないんだと

思います。宮崎で100年前、200年前に、これだ

けの人が亡くなったんだよなという歴史だけは

つくりたくないんです。

先ほど申し上げたように、宮崎にコンクリー

トのり面がたくさんできましたけれども、これ

もですね、今もう動いておりますが、国交省が

一生懸命点検を始めようということを言ってい

ます。その点検というのは、宮崎のためじゃな

いんですけれども、全国的に50年もたったコン

クリートが、この前の大阪の地震でブロック塀

が倒れたように、高いところから石が落っこち

てきたらどうするんだという話が背景にあるん

じゃないかなと思いますが、ということで、地

震に対する恐怖は、下に住んでいる人たちの命、

そこを通る人たちの命、かなり関係が深いと思

います。

それを緑に変える。コンクリートを緑に変え

ることは極めて簡単です。まず、剥ぎ取ります。

先ほどの石山寺と同じです。剥ぎ取った石は中

に埋め込みます。廃棄しないんです。廃棄する

と、廃棄物として厄介な扱いになりますが、道

路の中に排水機能を高める一つの砕石みたいな

形で使っていくんですね。ということで、コン

クリートにじゅうりんされたというと、言い方

がきついですけれども、安全を保とうという目

的でやったけれども、結局は50年たってみたら、

これは非常に重荷にしかなってない。だったら、

永久に安全なものにするためには木を植えるん

です。木の引っ張り力を使うわけです。木は上

に伸びますが、根は水平に伸びていくんです。

そのときの引っ張り力を使えばいいんです。言

い忘れたかもしれませんけれども、生命の力と

いうのは何かというと、時間を肥やしにしてい

くことです。時間がたてば、どんどん伸びて強

くなっていくんですね。人工物は時間がマイナ

スに働きます。劣化します。それに比べて命の

あるものは成長していきます。

実は、私、埼玉に50坪ほどの畑を持っていま

して、そこに木を植えています。毎年、あんず

がとれたり、デコポンがとれたり、さまざま実

をつけますが、幹も間違いなく太くなっている

んです。今、ブドウを育てて、栗原ブドウ園と

いうのをつくろうかなと思っているところで、

孫が生まれるたびに木を植えて、果樹園をつくっ

ています。今お配りした階段状の斜面が仮に今

コンクリートでも、これを水平面に４メーター

分をとったり、垂直面に３メーター分をとって

階段にすれば、私は観光農園ができるんじゃな

いかと、絶景を楽しめる果樹園として、のり面

を恒久的な安定とともに、観光に生かせるんじゃ

ないかなと思っています。それは運営される、

県、国の財産でしょうから、一応民間に貸し出

すとかなったときには分かりませんが、都会の

人たちと手を組んで、時期が来たらマンゴーを

とりに来てくださいとか、いろんな果物を、地

元でお手伝いして、定期的な収穫に来てもらう

ような方法もあるんじゃないかなと。自分はわ

ずか50坪ですが、それだけの魅力があるんじゃ

ないかなと思っていますので、ぜひ斜面を生か

す努力をやるということもあるんじゃないかと

思います。

階段状に平面をつくるというのは、私の田舎

にミカン畑がありました。今もありますが、そ

こが天王山で、天王山というのは名神高速です

けれども、そこでやった、フォレストベンチの

原点です。ミカンを植えれば、コンクリートが

見えなくなる、壁が見えなくなる。だから、水

平面をつくるんです。つくったら、今はもう全
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く森になってしまったんです。先ほどの写真と

同じです。ということで、命を育てるというこ

とが一番安全と豊かさにつながると思いますか

ら、ぜひコンクリートのり面は宮崎で50年も君

臨されましたけれども、これからはそののり面

を豊かさにつなげていく、豊かさと安全につな

げていくということで取り組まれたらいかがか

なと思います。

ということで、１、２、３のポイントは申し

上げたとおりなんですが、要点は引っ張り力で

す。引っ張る力さえちゃんと確保できれば、安

全と、土の水平面がとれると。これは使い道が

ある。

いずれにしても、人類は地下資源をもう使い

切ってしまった状態ですよね。まだ、サウジア

ラビアみたいに石油で将来を見詰めていますけ

れども、太陽の力をかりようと思ったら、土の

水平面です。国土の７割、中国も含めますが、

実は世界の陸地の７割は斜面です。この使われ

ていないかもしれない、危ないと思われている

かもしれない、嫌なもんだと思われているかも

しれない斜面をいかに有効利用するか。それは

ニューフロンティアだと、新しい公共事業だと

思います。先ほどの雲南省の棚田もですね、人

口はもちろん過疎状態にありますけれども、水

田というのはどういうメリットがあるかという

と、連作ができるということですね。小麦とか

はできません。すぐに塩害が起きます。あちこ

ちの、例えばエジプトもそうですけれども、ナ

イル川のところも、結局は農業が有限です。棚

田はそうじゃないんですね。

ですから、棚田の宣伝はしませんが、いずれ

にしても、今まで邪魔で、醜いと思っていたも

のが、プラスに働かさせられるということにな

れば、夢が広がっていくんじゃないでしょうか。

それとともに、津波、これはもう避けられませ

ん。発生をとめることは恐らく無理です。地球

が生きている限り、地震は起きます。それと共

存していくということがどうしても避けられな

い宿命だと思いますから、それとどのように共

生するか、共存するか。宮崎でひとつ思い切っ

た施策をやりたいなと思います。幾らでもお手

伝いをさせてもらいますので、ぜひお願いして、

私の説明はこれで終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

○中野委員長 どうもありがとうございました。

それでは、これまで御説明いただきました内容

につきまして、委員の皆さんから何かお聞きし

たいことがあればお願いいたします。どなたか

ありませんか。

○渡辺委員 ありがとうございました。ちょっ

と私は根っからの文系で、余りきちんとしたこ

とがわかっていないところもあって申しわけな

いんですが、まずちょっと１点教えていただき

たいのが、今、ホームページ等も見せていただ

いたんですけれども、いろんなメカニズムも詳

しく書いてありましたが、例えば今までは斜面

に対してコンクリートで固める形で崩れるのを

防ぐという従来のやり方と、今回御説明いただ

いたフォレストベンチでのやり方だと、現時点

で例えば工事に係る費用面等々を考えたときに

は、どういう比較になるのかというところを

ちょっと教えていただければというふうに思い

ます。

○栗原代表取締役 大きなくくりでいきますと

ね、例えば東北の三陸でやっている防潮堤は、

延長が400キロあって、それでキロメーター当た

り25億円です。トータル１兆円です。400キロで

す。主に岩手県、宮城県などですね。これはマ

スコミで言われている。このケースの場合は、
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コンクリートを使わない、もしくは施工がスピ

ーディーだということを含めて、私のまだ目算

ですけれども、15億円以下でできるんです。半

分までとは言いませんが、６割ぐらいでできる

んじゃないかと思います。これは要するに特殊

な海中ボルトと鉄筋での復旧。それから、普通

にやるのり面の工事の場合は、大体平米当たり

で５万円ぐらいかなと思っていますが、今よく

見られる、こういう四角で囲ったフリーフレー

ムですね、あれと比べてやっぱり２割から３割

安いです。それでメインです。

○渡辺委員 これもちょっと抽象的な聞き方に

なるかもしれませんけれども、今、のり面のほ

うの話ですね、施工例はいろんなところのケー

ス、しかも、いろんな形の、規模によっても違

うのが出ているかと思うんです。今の認識とし

て、思っていらっしゃるよりも、まだ進んでな

いというか、仮に十分に広がっていないんだと

いう認識があったとすれば、現状の国交省であっ

たり、都道府県等々の現状を見詰めたときに、

どの辺に課題があって、こういう形での施工が、

まだ十分に広がらないというふうに御認識され

ていらっしゃるのかというあたりを教えていた

だければと思います。

○栗原代表取締役 大変苦し紛れの返答になる

かもしれませんが、コンクリートをやると、施

工屋さんにメリットがあるんですね。なぜかと

いうと、コンクリートを施工する機械を買っちゃ

うんです。機械施工をやるための設備を投資す

ると、その仕事ができる工法を希望するわけで

すよ。これはものをやる人たちは全部、医療機

器でも何でも、医療機器においては患者をふや

せばもうかることになるので。ということで、

業者さんにメリットがあるか、ないかというこ

とが一番大きな問題だと思います。ゼネコン、

ゼネコンという言葉はちょっと禁句ですが、我

々が現場をやったときに、探ると、周りの人た

ちがコンクリートは嫌だ、やめてくれと言った

結果で左右されている例が、例の公共事業のあ

れです。要するに公共事業をやるときに待った

をかける人がいるわけです。ところが、業者さ

んはうちわであおぐわけですね、やってくれと。

ところが、あれがあったら、もう生活が息苦し

くなるということで、嫌だという人たちのとこ

ろは、先ほどの石山寺もそうですけれども、あ

れは1300年の歴史の重みを感じたら、コンクリ

ートはとてもじゃないけれど許せないんだとい

うことを住職が言ったおかげで、国交省も住職

に盾突いたら後々しっぺ返しがくるなと。だっ

て、石山寺の土地を通らないと整備ができない

んですから、それで私のところに声がかかった

というのがあります。

ですから、お答えにちょっと苦しいかもしれ

ませんが、国民の皆さん方の応援が一つの助け

になります。

○坂口委員 先生からは言いにくいと思います

が、一応、ＮＥＴＩＳなんかでは認められてい

るんだけれども、言われるように、地元の声な

んですね。実はこの前にグリーンベンチという

ことで、宮崎では延岡で第１号を入れられてい

ます。今、一番のポイントはコンクリートとか

人工物は経年劣化していくんです。これは経年

ごとに強度が上がるんですよ。だから、本当、

極端に言ったら、１回の投資が永遠の投資であ

る。しかも、単価は物すごく安いということで、

誰が見ても、納税者サイドからは絶対いいんだ

けれども、構造的な壁というのが、余り詳しく

は言えないですけれども、これがなかなかなん

ですよ。そして、僕も今、物すごく反省をして

いるんですけれども、もう少し僕らがやっぱり
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消費者サイド、納税者サイドからの声を出す必

要があったかなと思っています。

ちょっとしゃべり過ぎますけれども、先ほど

の津波防止のあのアンカーですね、アンカーと

いうか、パラシュート、あれは船では、台風の

ときに船を転覆させないために、一番、船の表

から逆にパラシュートを海に入れるんですね。

そうすると、風で船がひっくり返されようとす

ると、圧がかかってガンっととまるでしょう。

そして、船がまた下に沈もうとすると、パラシュ

ートはひらひらっと閉まりますから。やっぱり

メカと一緒だと思いますね。（「同じ原理です」

と呼ぶ者あり）同じですね。

それと、いつも僕は不思議に思うんですけれ

ども、青島あたりのあのいらか、いわゆる千枚

岩ですね、あれは先端が全部いらか形ですよね、

こうくぐられて。だから、あそこで波を返して

いるんだなと思うんです。少ない砂がいつまで

も残っていますもんね。だから、今の先生のこ

の理論というのはやっぱりすごいなって、自然

の理だなと思って聞いたんですけれども、ぜひ

また、僕らもちょっと反省して、やっぱり訴え

るべき面は訴えていく必要がある。

問題は、やっぱりコンサルタントがそこに鉛

筆をそれで走らせてくれるかどうか。だから、

そこらあたりにぼくらの声が届いたり、発注者

側の希望というものが、条件的にこの工法を使

えじゃなくて、こういった条件をクリアする設

計書を上げてくれというようなことがやっぱり

発注者側からも必要ですよね。そのために下の

段階、市町村、都道府県、そして国ということ

かなという気がしました。これはちょっと余談

になったけれども、先生からは随分言いにくい

面があろうと思うんです。

○中野委員長 何かほかにありませんか。

ちょっと私もいろいろ行政におりますと、な

かなか新しい工法というのは、行政としてはな

かなか慎重過ぎて、工法を使うというのは時間

がかかると思うんです。ぜひ、今お話のあった

ような実績をどんどんつかんで、そういうこと

も私は大事かなと、そういうふうに思っていま

すので、ぜひ今後とも頑張っていただきたいと

思います。

○丸山委員 今の先生のＤＶＤ映像、あれを見

てみたいなと思っているんです、東日本のレポ

ートとか。（「気仙沼レポートですか」と呼ぶ者

あり）映像があるんだったら見てみたいなと。

あと残り３つありますので、せっかくなので、

見させていただければありがたいかなと思って

います。

〔ビデオ再生〕

○坂口委員 宮崎で一番早くフォレストベンチ

工法を入れたのは延岡の学校だったですかね、

小学校か。（「名水小学校」と呼ぶ者あり）だっ

たですね。それ、後藤委員に見てもらえると、

よくわかる。あれはもう完全な山になっている

でしょうね。

それと、先生のアンカーの先端までの最短距

離の円弧滑り防止の理屈ですよね、あれの違い

なんかもちょっと説明されたらいいかもわかん

ないですね。

○栗原代表取締役 河野副委員長、どうですか。

名水小は見られましたか。

○河野副委員長 その隣にコンクリート状のの

り面ができていたんですよね。だから、比較し

て、フォレストのほうはもう自然に戻っていま

すので、これは大きいなと、何年かしたときの

差が出てくるなと思いましたけれどね。

○坂口委員 個人的に行かれたら、いいかもわ

からないです。
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○栗原代表取締役 お手元に「ＳＴＥＰ」とい

う会報の203号があります。この裏に、著者は入

井という人ですけれども、パイプグリッドの紹

介があるわけですけれども、これはコンクリー

トのブロック積みに穴をあけて、つなぎ通して、

こういうふうにパイプフレームをつけた構造で

す。この左は神奈川県の真鶴というところで、

自然の石積みの一部が壊れたので、これを強化

しました。

実はこれはおととい、田園調布で、入札じゃ

なくて、契約したんですけれども、都内で、市

街地の中でコンクリートを使った時代というの

は、やっぱり高度成長期にすごかったんです。

ところが、50年たってみたら、はらみだしてき

たと、もしくは倒れかかってきたと。そういう

ことがあって、口づてに、こういうのがあるみ

たいだよってお連れの方が声をかけてきました。

これは実は、ここに５センチぐらいの穴をあ

けて、セメントフレッシュというミルクを入れ

て鉄筋を差し込んでおくと、３日で固定されま

す。それを逆に引っ張って抵抗を確認して、こ

のザラでとめるわけですね。すると、壊れない

です。

要するに、地面の中から反力をとって、表に

鉄パイプの格子をつくるわけです。これもフォ

レストベンチの派生技術としてですけれども。

これはよく考えてみたら、高齢化社会が訪れて

いますが、子供はいない、誰も引き継がないけ

れども、自分はあと20年ここに住みたいという

人が、危ないからつくりかえまでやるかといっ

たら、やっぱり二の足を踏むでしょうね。しか

し、この工法は安いわけです。穴をあけて鉄筋

を差し込んで、３日で、パイプを結べばいいん

ですから。要するに地盤からの反力を鉄に、粘

り強い鉄の引っ張り力に置きかえるだけなんで

す。要するに、つくりかえないんですよ。ある

ものをより強くするだけで済むんです。引っ張

り力で置きかえればいいんです。引っ張り力は

これなんですね。ということで、高齢化社会向

けの工法だと思います。

コンクリートは、今、多摩ニュータウンにし

ても田園調布にしてもたくさんありますが、そ

ういうところのコンクリートを安全にすること

も商売の一つとしています。コンクリートは嫌

だと私自身が思っていたわけですけれども、コ

ンクリートを強化して、もうちょっと長生きし

てくれというような方法も、実はこれを使えば、

先ほどのコンクリートのり面の足場に使えるん

です、上っていくのに。これを使えば、コンク

リートを剥ぎ取って、その下にこれを埋め込む

ということもできるわけです。いろんなバリエ

ーションができます。ぜひ、皆さん方のお近く

で何かあったら、飛行機に乗って飛んでまいり

ますから、ぜひ宣伝してみてください。

○中野委員長 何か御質問ありませんか。よろ

しいですか。

○栗原代表取締役 もう一つよろしいですか。

順番が狂ったんですけれども、これはね、遠く

から申し訳ないですけれども、日本列島のここ

に南海トラフのプレートがあります。この辺が

静岡、愛知、四国、和歌山県になるんですが、

ここが宮崎です。私、この地図を見る前と、こ

れを見てから、思ったのは、この地震で起きる

津波が列島沿いに黒潮にさかのぼって下ったと

ころが宮崎なんです。ほかの県とは違う条件で

す。横から来るんじゃないんです。これは、正

面から来るんです。宮崎弁で、まっぽしくると

いう意味ですけれども。

しかし、これはただごとじゃないんじゃない

かなと思っているんです。南海トラフがいつ来
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るかは、それはもちろんわからないことですけ

れども、23～24万人の人たちが命を落とすかも

しれないという最大の被災地は静岡じゃないか

なと言われておりますけれども、それは海岸線

が長いということもあるんです。しかし、直撃

の受け方からすると、私は、宮崎は生易しくは

ないと思います。何せ障害物がないんですから。

ほかの県は何かしらの、例えば堀切峠みたいな

高台だったら防げますが、海岸線に削られたま

まの鬼の洗濯岩しかないわけですから、これを

どう守るかというのは、例えば青島の神社周り

だけでもまず試験的にやってみるとか、取るべ

き策として検討したほうがいいんじゃないかな

と思っています。もちろん、鬼の洗濯岩は８キ

ロと言われていますから、宮崎の海岸線は100キ

ロ超えるんですよね。（「400キロ」と呼ぶ者あ

り）400ですか。ごめんなさい。海岸の浸食を受

けているあたりの取り組みです。

ということで、引っ張り力を賄うのは、これ

は水中アンカーがあります。ただ、海の中でア

ンカーをつくることになります。そういうこと

も技術開発によって可能性がいろいろ出てくる

と思いますから、ぜひこれを、きょう御臨場い

ただいている皆さん方にはチャレンジをしてい

ただきたいなと思います。

○中野委員長 どうもありがとうございました。

もう御意見ありませんですね。（「はい」と呼ぶ

者あり）

それでは、私のほうから一言お礼を申し上げ

ます。栗原様には大変お忙しい中、貴重な御意

見をいただきました。まことにありがとうござ

いました。委員一同、本日お聞きしましたこと

は、今後の委員会活動に十分反映させていただ

きたいと存じております。最後に、栗原様のま

すますの御健勝と御社の御活躍を御祈念申し上

げまして、大変簡単でございますが、お礼の言

葉とさせていただきます。本日はまことにあり

がとうございました。

それでは、委員の皆さん、午後の委員会、１

時30分からの再開ですので、よろしくお願いい

たします。どうもありがとうございました。

午前11時35分休憩

午後１時28分再開

○中野委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

午後は、当委員会の意見交換ということで、

九州電力株式会社宮崎支社の田畑様を初め多数

お越しいただきまして、大変ありがとうござい

ます。

それでは、私のほうから一言御挨拶申し上げ

ます。

私は、特別委員会の委員長で、東諸県郡選出

の中野廣明であります。本日は、御出席いただ

きました皆様におかれましては、大変お忙しい

中、御協力を賜り、心から感謝申し上げます。

当委員会では、本県の担う課題を解決するた

め、防災・減災対策に関する所要の調査活動を

実施しております。

本日、九州電力様には防災業務計画や電力復

旧、ダムの安全対策等につきまして御説明をお

願いしておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

次に、委員を御紹介いたします。

最初に、私の隣が延岡市選出の河野哲也副委

員長であります。

続きまして、皆様から見て左側、西臼杵郡選

出の緒嶋雅晃委員です。

児湯郡選出の坂口博美委員です。

小林市・西諸県郡選出の丸山裕次郎委員です。
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延岡市選出の後藤哲朗委員です。

宮崎市選出の野﨑幸士委員です。

続きまして、皆様から見て右側ですが、宮崎

市選出の渡辺創委員です。

宮崎市選出の有岡浩一委員です。

串間市選出の武田浩一委員です。

以上で、委員の紹介を終わります。

それでは早速ですが、九州電力株式会社宮崎

支社様の概要説明をお願いいたします。

○田畑企画・総務部長 九州電力宮崎支社の田

畑と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

皆様方におかれましては、日ごろから当社の

事業運営に対しまして御理解、御協力を賜りま

して、まことにありがとうございます。

また、本日は、弊社の災害に対する取り組み

や水力発電所の安全対策への取り組みについて

御紹介をし、皆様と意見交換をさせていただく、

こういった場を設けていただきましたことに、

改めましてお礼申し上げます。ありがとうござ

います。

本日、お伺いさせていただいております、主

なメンバーだけ御紹介をさせていただけたらと

思います。

私の隣におりますのが、宮崎支社の技術部長

の甲斐でございます。

宮崎送配電統括センター副センター長の星で

ございます。

配電部長の永家でございます。

電力部長の西でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、早速ではございますけれども、資

料をお配りしております。説明はパワポで、前

のほうにも映しておりますので、まず、災害へ

の対応につきまして、私のほうから御説明をさ

せていただきたいと思います。

本日御説明させていただく内容でございます

が、目次、こちらの１ページ目でございます。

まず災害発生時の弊社の体制についてでござ

います。次に従業員、また、おいでいただいて

いるお客様、来訪者の人命の確保についてでご

ざいます。３番目に電力供給支障の早期解消に

ついて、４つ目にＢＣＰ、５つ目に弊社で行っ

ております訓練の状況につきまして御説明をさ

せていただきたいと思います。

「はじめに」ということで、弊社、災害に際

しまして、最重点といたしまして、２点、取り

組みを行っております。

まず１つ目は人命の確保でございます。人の

命、安全というものは全てにおいて優先すると

いう思いで、取り組みを行っております。

２点目でございますが、電気事業者といたし

ましての使命でございますが、電力の安定供給

とそれに支障が出た場合には、一刻でも早くお

客様に電気をお届けするというのが、私ども先

輩たちから引き継いだ九州電力社員のＤＮＡで

ございます。

続きまして、３ページ目でございます。

災害が発生した場合の体制、対応の体制でご

ざいます。

２行目の初めのところに、括弧書きで書いて

おりますけれども、社内で防災業務計画という

ものを定めております。これは全社のルールで

ございまして、これに基づきまして、例えば台

風ですとか大規模な供給支障が起こるというよ

うなときに、非常災害対策組織というものを設

置いたしまして、対処をしております。

下にちょっと、九州の地図と宮崎をちょっと

大きくした地図を書いてございますが、まず九

州のほうで、緑の福岡のところに弊社の本店が
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ございますが、本店に社長をトップといたしま

した対策総本部というものを設けます。

宮崎におきましては、各地域に事業所がござ

いますけれども、復旧の現場の部隊になります

黄色の色で書いておるところでございますが、

北は延岡、南は日南までというところで、現場

の対策部というものを立ち上げます。

ちょっと茶色、肌色で書いております支社の

取りまとめを行います対策本部、こちらは支社

長をトップといたしました対策本部というもの

を立ち上げまして、本店で対策総本部、市内、

宮崎支社で対策本部と、現場で対策部と、こう

いった組織を立ち上げまして、さまざまな災害

に対応するというような体制をとってございま

す。

続きまして、人命の確保についてでございま

す。

マニュアルというものを、あらかじめ平時か

ら準備をしておくというところで、３つほど記

載をしております。

まず１つ目でございますが、先ほど、前のペ

ージで見ていただきました、いろいろこういっ

た対策の組織というものを設置するのは事業所

ごとにということになるんですけれども、そこ

の事業所に対応いたしました避難マニュアルと

いうものをつくっております。

人命の安全というのを最優先といたしまして、

災害からの被害の軽減というものを図ることを

目的といたしまして、全ての事業所において避

難のマニュアルというものをつくっております。

２つ目でございますが、こちらは南海トラフ、

もし発生すれば被害が甚大になるというところ

で、１つ目のこの避難マニュアルとはまた別に、

初動の対応のマニュアルというのを別途作成を

いたしております。

３つ目でございますが、弊社、設備産業でご

ざいますので、建物の中で作業をするといった

ことのほかに、現場にある施設、例えば変電所

ですとか送電線ですとか、そういった現場で作

業をするというケースが多くございますので、

現場の作業員がそういった震災が起こった場合

に、どこに避難すればいいのかといったような

ことや、ここは浸水する場所なのかどうかといっ

たことがわかるように、マップを整備したりと

いうようなことをいたしております。

ここが海抜何メーターであるとか、津波が来

た場合には、どっちの方向に指定された避難場

所があるのかといったものを作業現場に明示し

ておりまして、万が一のときにも現場の作業員

が速やかに避難できるというような対策をとっ

てございます。

続きまして、電気事業の供給のところでござ

います。支障の早期解消ということで、主な取

り組みを記載しております。

１つ目は、台風が来る場合のケースでござい

ますけれども、台風につきましては、おおよそ

どういった進路をとるですとか、何時ぐらいに

暴風域に入るですとか、あらかじめ気象の予報

というものがございますので、それに応じて、

工事の部隊を、大きな被害が想定されるところ

に事前に派遣をしておくというようなことをい

たしております。

どうしても暴風域に入ったときに、例えば配

電線が切れたりですとか、そういった事故が起

こるんですけれども、復旧の作業というのは、

どうしても暴風域を抜けてからでしかできない

というところで、暴風域の間に事故が起きたり

なんか、そこに人を動かすということができま

せんので、あらかじめ人をもうそこに配置して

おくというところで、暴風域が過ぎれば、速や
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かにその場所で復旧に入れるといったような対

策をとっております。

２つ目でございますが、こちらもＩＣＴを活

用した迅速な作業というところで、現場の復旧

作業員が端末を持っておりまして、その場で被

害状況を刻々と入力するというところで、なか

なかそういった情報がふくそうすると、復旧計

画の策定ですとか応援をどう配置するのかとい

うような体制を整えるというのも、なかなか難

しいところがございますので、システムをうま

く活用しまして、現場の作業員が目で見て、こ

こが壊れているというようなことを、すぐさま

モバイルの端末に入力して、それを、さっき見

ていただきました私たちがいる支社の対策の本

部ですとか、福岡の対策総本部で情報を共有い

たしまして、速やかに応援の体制等を整えて対

応しているというものでございます。

３つ目は、なかなか大きな災害になりますと、

弊社だけでの復旧というのも難しゅうございま

して、例えば道路啓開、通れなくなった道路を

通れるようにするですとか、そういったところ

の対応につきましては自治体様ですとか、森林

組合様と連携するといいますか、御協力をいた

だくということが重要になってまいります。

それ以外にも輸送に関しましては、例えば自

衛隊ですとか、そういった社外の機関との連携、

御協力をいただけるというような体制を、平時

から強化をいたしてございます。

具体的な復旧方法でございます。

なかなか、皆さんは目にされることはないと

思いますので、ちょっと後で、漫画の図とかも

ありますんで、御紹介したいと思うんですけれ

ども、配電設備です。町なかにあるコンクリー

トの電柱に線が乗っているやつなんですけれど

も、まず１つ目には系統切りかえによる停電エ

リアの極小化ということで、ちょっとこれ、後

で図がありますので御説明しますけれども、壊

れた箇所を限定していって、壊れていない箇所

には、電気って、いろんなところから送れるの

で、そういった壊れたところだけ停電して、そ

こを復旧する、残りのところは早く電気の融通

をやって、お客様に早く電気をお届けしたいと

いうようなことをやっております。

電気が発電できないということになりますと、

車に発電機が乗っているものがございますので、

それを持ち込んで、その場で発電をすると。

３つ目、今回の台風でもあったんですけれど

も、電柱自体が流されてしまったりですとかと

いった場合には、仮の電柱を立てて、そこに線

を、仮の設備ですね、仮復旧をするということ

で電気を送るというふうなことをやっておりま

す。

特別高圧設備というのは、鉄塔ですとか、

ちょっと電圧が高い、地上からちょっと高いと

ころにあるやつで、それ用の変電所、電圧を変

えたりするような設備があるんですけれども、

持ち運びができる、手で持って回るような小さ

いものではないんですけれども、持って運べる

変圧器を使って復旧するですとか、これ、配電

と同じなんですけれども、大きな鉄塔が壊れた

ときにも、速やかに仮の鉄柱を立てるとか、時

間があれば、熊本地震の際にそういった仮鉄柱

を立てている映像とかありますので、ちょっと

見ていただければなと思っております。

これが、停電エリアをどうやって極小化、限っ

てやっているかというところで、ちょっと遠く

て見にくいかと思います。お手元にも資料があ

るかと思うんですけれども、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区間、

ここは左側から電気を送っているという図でご

ざいまして、真ん中のところ、木が倒れて電線
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が切れて停電しましたというときに、この電柱

のここの区間の電線が切れているだけなんです

けれども、この３つの区間は全部停電します。

そういったときに、どうやっているかといい

ますと、左から電気を送る、左のⅠ区間目につ

いては、スイッチ①を入れると左から電気が通

りますと。壊れているⅡ区間はそのままの状態

で、じゃあ、スイッチを入れるとⅢ区間、ここ

は壊れていないんですけれども、一旦とまっ

ちゃっているんですが、実際もそうなんですけ

れども、電気の線を反対側から送るということ

ができまして、そのために反対側のスイッチを

入れるとⅢ区間も電気が送電できます。

本当に壊れているんで、ここは直さないとしょ

うがないんですけれども、それ以外の健全な区

間のお客様のエリアについては、速やかに送電

するという、こういう操作を自動的にやってお

ります。

最終的に、この壊れたところだけの部分を限

定して、ちょっと停電で申しわけないんですけ

れども、そこを早目に復旧するというようなこ

とをやっております。送れるところについては、

もう早目に送る。さらに、そういったものを人

間で判断するんじゃなくて、自動的にやってい

るというものです。

これ、ちょっと写真になるんですけれども、

上がさっき言いました高圧発電機車、発電機が

車の後ろのところに乗っておりまして、電線に

線をつないでいるんですけれども、発電した電

気をそのまま直接電線に送り込んで送電してい

るという図になります。

下が、自衛隊のヘリコプターで、弊社の高圧

発電機車を運んでもらっているという図になり

ます。やはり台風等、地震のときもそうですけ

れども、陸上の輸送ができないといったときに、

自衛隊のこういった機動力をおかりいたしまし

て、御協力いただきまして、こういったものを、

車が入れないところにも発電機を送って、部分

的にでも供給できるというような体制を整えて

おります。

こちらの右の写真が、さっき言いました仮の

鉄柱を立てるというものでございます。後ほど、

ちょっと映像があるので立てるところとかもあ

りますので、ちょっとごらんいただければと思

います。

左は、ちょっと見ると何てことないんですけ

れども、これ、持ち運びができる変圧器でござ

います。電圧を変える装置になります。こういっ

たものを必要な箇所に持っていって、そこにつ

なぎ込んで仮の設備で電気を送るというような

ことをしております。

続きまして、ＢＣＰでございまして、一つに

建屋の耐震でございます。

宮崎の各事業所の耐震補強工事については、

今年度完了する予定としております。あと、建

物の躯体は大丈夫なんですけれども、２つ目の

ところですね、例えば部屋の天井ですとか、床

が大丈夫かとか、躯体が壊れなくても、例えば

建物の天井が落ちて中の機器がやられると、

ちょっといろいろ支障がございますので、そう

いったところまでどの程度やるのかといったと

ころを、必要性については、ちょっと検討をし

ているところでございます。

あと一般的だと思いますけれども、備蓄品で

すとか資機材ですとか、必要なものは準備をい

たしております。

１つ目は事業所の建屋、支社もそうなんです

けれども、建物が使えなくなった場合について、

エアテント、どれくらいですかね、ちょっとか

なり大きいんですけれども、エアテントとそれ
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を膨らませるために非常用の発電機というのを、

ひとそろえずつ各事業所で持っています。

あと、通信手段です。どうしても途絶するリ

スクというのもございますので、エリア全体に

はなりますが、衛星の携帯電話を52台、こちら

も準備をいたしております。

あと、非常食ですとか、飲み物ですとか、ト

イレ、毛布等については、各事業所に必要なも

のをそろえているという状況です。

あと、社外との連携のところで、先ほどお話

ししました森林組合様、１つ目ですね。これ、

宮崎でやっております。２つ目も宮崎でやって

おりまして、石油商業組合様と協定を結ばさせ

ていただいているんですけれども、ことし結ば

させていただきました。災害のときに燃料を優

先的に供給できないかと。

さっきごらんいただいたような非常用の発電

機、ああいったものも、どんどん燃料足してい

かないと、発電がとまってしまいますので、そ

ういったものに対する優先の供給というのをお

願いしております。

あと、続いてこれは九州内でやっているもの

ですけれども、資機材の輸送に関しまして運輸

会社さんと陸海上自衛隊さんですね。あと、資

機材も不足するものが出てまいりますので、リ

ース会社さんと協定を結んでおりますし、輸送

に関しまして、やっぱり交通網というのは重要

でございますので、西日本高速道路さん、あと

物資につきましてはローソンさんと、こういっ

た協定を結んでおりまして、災害時にそなえて

おります。

あと、訓練でございます。宮崎県様が実施し

ております訓練に参加をさせていただいており

ます。さっき見ていただきました発電機車に燃

料を供給するという訓練でございまして、こと

しは協定を結ばさせていただいた石油商業組合

様を通じて、手配した燃料を実際に入れてみる

というところです。

昨年は、自衛隊のほうで準備していただきま

したものを供給するという訓練を実施いたして

おります。これは、県様の訓練でさせていただ

いております。

これは、訓練の様子の写真でございます。左

の上が自衛隊のタンクローリーになりまして、

燃料を給油していただいていると。下は組合さ

んのほうから、ことし、燃料を入れていただい

たという訓練の状況でございます。

あと、当社独自でやっている訓練といたしま

しては、ことしも台風24号がちょっと大きい台

風で、皆様方にちょっと御迷惑をおかけしてし

まいましたけれども、九州は台風が多くござい

ますので、毎年台風が来ることを前提に、台風

が来る前の直前に、うまく対応できるかという

ことを全社で訓練をいたしております。

各自の役割分担がうまくできるかですとか、

情報連絡がうまくいくかとか、お客様への対応、

情報の提供がうまくいくかとか、こういった流

れがスムーズに行くよねということを、毎年の

ことではありますが、台風が来る前に、きちん

と一度確認をいたしております。

もう一つ、宮崎地区南海トラフ地震というも

のの確率ですね、ちょっと高いように思います

ので、これにつきましても社員の安全を確認す

る、こちらもシステムがございますけれども、

ちょっと下に書いてあるんですが、震度６弱以

上が発生した場合には、社員にメールですとか、

自動的に安否の確認をするようなメールが飛ん

できまして、家族も含めて、それに応答すると、

自分は出社できるのか、できないのか、家族は

被災したのか、家は大丈夫なのかとか、そういっ
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た情報システムに登録しまして、皆さんにさっ

き見ていただきました対策部ですとか、対策本

部のほうで、どれくらいの要員が手当てできる

のかとか、できないのかとか、社員に対する支

援は要るのかとか、そういった判断を行うため

に、こういった社内での安否確認システムとい

うものを運用いたしております。

そのほか、さっき備蓄品のところでお話しし

ましたエアテントですね、こういったものも実

際に膨らませております。この前、ちょっと社

内のイベントでちょっと膨らませて使ってみて

いるんですけれども、やっぱりなかなかやった

ことがないと手間どったりとか、あと、エアテ

ントなんで空気が入って膨らませるものなんで、

穴があいていると使えないというのもあります

し、年に一度はこういったものもきちんと膨ら

ませて、みんなが対応できるのかということと、

空気漏れがないかとか、そういった機能が保た

れているかといったことを検証いたしておりま

す。

ちょっと最後に参考でおつけしておりますシ

ステム化して社内の復旧までの体制、スムーズ

に行えるようにということで、現場で震災の状

況等を入れて、被害の状況等を入れてというこ

とでお話ししましたけれども、当然、そういっ

た情報というのは、お客様にとって貴重な情報

になりますので、当社のホームページで、どれ

だけとまって御迷惑をおかけしているという状

況を、災害が起こったときにはリアルタイムで、

今は、ちょっと画面見たんですけれども、当然

ですが九州域内でどこも災害は出ておりません

ので、こういう何も出ていない状況ではござい

ますが、例えば、先般の台風24号のときだった

りすると、ちょっとここにもかなり停電の件数

が出ていて、どのエリアがとまっているという

ようなものを、逐次、情報更新させていただい

て、お客様に周知をさせていただいているとい

うものでございます。

資料での説明は以上になります。あと、先ほ

ど申しました実際に見ていただくと、イメージ

がさらに湧くかなと思いまして、ちょっと二、

三分ほどでまとめた、ちょっと古いんですけれ

ども熊本地震のときのビデオがありますので、

ちょっとごらんください。（ビデオ再生）熊本地

震のときの映像でしたけれども、仮の設備をつ

くったりですとかというところは、ちょっとご

らんいただけたかなと思っています。

私ども、皆様の生活を支える電気事業者とい

たしまして、今後とも安定供給に努めてまいり

たいと思いますので、引き続き、御支援、御協

力をお願いできればと思います。ありがとうご

ざいました。

では引き続き、ダムの水力発電設備の安全の

取り組みにつきまして、甲斐部長のほうから御

説明をさせていただきたいと思います。

○甲斐技術部長 それでは、私は宮崎支社技術

部でダムを初めといたします土木建築関係の設

備を担当しております、支社技術部の甲斐と申

します。よろしくお願いいたします。説明は、

ちょっと前のほうでやらせていただきたいと思

います。

それでは、水力発電所における安全対策の取

り組みということで、ダム放流時の周知等につ

いてということを中心に御説明させていただき

たいと思います。

本日の御説明の流れですけれども、最初に、

まずダムの仕組み、このダムの設置の目的とか、

そういうことを含めまして最初に御説明させて

いただきたいと思います。

次に、２番目としまして、危害防止のための
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措置といったところで、関係機関への通知とか

いうことが出てまいります。危害防止というの

は、ダムの放流に伴いまして、例えば河川での

入川者が水難事故に遭うとか、こういったこと

を防止するための措置というようなことでござ

います。

３番目としまして、一般に周知させるために

必要な措置ということで、こちらのほうは、例

えば放流のときのサイレンがこのような形で鳴

りますとか、そういったようなこと、それから

サイレンの鳴り方、電光表示盤にそういう表示

をさせるとか、そういったようなことを、ここ

で述べさせていただきたいと思います。

４番目としまして、具体的にダムの放流と通

知通報の流れということで御説明させていただ

きたいと思います。一応、このような流れで御

説明を進めさせていただきたいと思います。

それでは、まず最初にダムの仕組みというこ

とですけれども、ここでは、まずダムの種類、

設置の目的といったようなところから、大きく

ダムというのは２種類ございまして、まず左側

のほうに書いてあります利水用のダムというこ

とで、こちらのほうはダムでためた水を、以下

のような目的で利用しますということで、農業

用水であったり工業用水、それから飲用の上水

道、そして発電、こういったようなことに、こ

ういう目的で設置されたダムというのが利水用

のダムと呼ばれております。

その下に利水専用のダムということで書かし

ていただいておりますけれども、このダムの、

今度は機能的なものになりますけれども、利水

だけを目的とするダム、これは年間とか月間を

通じて、河川の水を発電等に安定して利用でき

るように、通常は水をためています。

ただし雨が降って、ダムに流れ込んでくる水

の量が一定量を超えました折には、ダムがない

ときと同じような状態になるように放流するよ

うになってございます。

下のほうに書いてありますけれども平常時も、

それから洪水時というときも、ダムの水面の高

さはほとんど変わらないというふうに見えよう

かと思います。洪水時のときには、放流量は流

入量、入ってくる水の量と同じ量を出していく

のが基本の操作というようなことでございます。

この分を、ちょっと先に御説明しますと、ダ

ムが設置される前、これが上の図になりますけ

れども、ダムがないですから、上から流れてき

た水は、必然的にそのまんまの形で下流側に行

きます。

ダムが設置されますと、そこに水をため込み

ますので、こういったときには上流から流れ込

んでくる水の量がふえてきますと、ダムのゲー

トをあけて下流側にその水を流します。

入ってくる水の量がふえてくれば、ダムのゲ

ートの開度、開いている度合いを変えまして、

基本的にダムの水位というものが変わらないよ

うに、入ってきた水をそのまんま出していけば、

理屈の上でも水の水面高は変わらないというの

が利水ダムの基本の操作でございます。

戻ります。今度は右のほうに書いております

洪水調節用のダムということで、こちらは河川

の水を調節して、洪水時に下流の洪水を軽減し

ますということで、洪水調節用のダムというの

は、河川の管理施設ということで、基本的に河

川管理者様が設置するダムということになって

ございます。

つまり、河川管理者は１級河川ですと国土交

通省、２級河川ですと各都道府県といったよう

なことに、基本的にはなってございます。

この洪水調節用のダムというのは、また、細
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かく分けますと、さらに２つに分かれまして、

洪水調節専用のダムというのは、もう洪水調節

だけをするということが目的でも、日ごろから、

ずっと水位は下げて、水がふえてきたらもう垂

れ流しといったような形が、洪水調節専用のダ

ムということでございます。

今度は洪水調節専用の、その洪水調節の機能

と、また、利水の一部の機能を兼ね合わせたも

のが多目的ダムというふうに呼ばれておりまし

て、洪水になる前にはあらかじめ水位を下げて、

その容量を確保して、洪水のときには水をため

ながら洪水を調節していこうというダムでござ

います。

宮崎県内で申しますと、ほとんど宮崎県県土

整備部様が保有されておりますようなダムが、

ほとんどがこのような形になってこようかと。

利水というのは、例えば企業局様が発電にお使

いになられておるとかいったようなダムが、県

内にも数多くございます。

次にまいります。

危害防止のための措置ということで、関係機

関への通知ということになってございますが、

これは、そもそもダムを放流するときには、河

川法という法律にのっとりまして、ダムを設置

するものは、ダムを操作することによって流水

に著しい変化を生じると認められる場合におい

て、これに生ずる危害を防止するため必要が認

められたときは、政令で定めるところにより云

々ということで、青字の部分ですけれども、あ

らかじめ都道府県知事、それから関係市町村長

及び関係警察署長に通知するとともに、一般に

周知させるための必要な措置をとらなければな

らないということが法律でうたわれております。

じゃあ具体的に、どういった形で通知をして

いるかと、関係機関への通知ですけれども、下

のほうの枠の中の真ん中になりますが、なお、

通知の時期や方法については、次のとおり規定

されていますということで、通知の時期につき

ましては、放流を開始する30分前までに行うと

いうこと、それから、通知の方法といたしまし

ては、通知専用のファクス、または電話により

行うということが定められております。

また、これ以外にも、これは放流開始のとき

のお話だけですけれども、関係自治体様等との

個別の取り決めに従いまして、ダムの情報、こ

れは例えばダムの水位でありますとか、流量等

が今はどうなっているのかということを適時

行っておりますということで、この適時につき

ましては、後ほど御説明さしあげます。

次に、一般に周知させるための必要な措置と

いうことでございますが、ここに書かれており

ますように、例えば立て札による掲示とか、そ

れからサイレン、警鐘、拡声機等により警告し

なければならないというふうに書かれておるん

ですけれども、警鐘というのは、今、最近はほ

とんど使われておりません。昔で言いますと、

家事のときの火の見やぐらに置いてあったよう

な鐘を叩くようなイメージですかね。今は、ほ

とんどこれは使われておりませんけれども、サ

イレン等については、ここに書いてありますよ

うな①から④に書かれているような方法によっ

て表示をしたり、お知らせをしているというよ

うなところでございます。

ちなみに放流用の危険等を掲示した立て札と

いいますのは、大体ダムの下流に１キロから２

キロくらいの間隔でつけられておりまして、例

を挙げますと、一ツ瀬川水系の西都市にありま

す杉安ダム、ここは一ツ瀬ダムのすぐ下流にな

りますけれども、一ツ瀬川の河口から約24キロ

ございます。
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この24キロの間に、立て札というのは川の両

岸にありますので、大体集落とか河川に入りや

すいとか、そういったところを目印にしまして、

合計では24カ所設置してございます。

２番の放流の開始時にお知らせするサイレン、

これにつきましては約10カ所、こういったサイ

レンが設けられております。

３番目は警報車ということで、放流前にこう

いったパトロールカーを出しまして、実際に河

川に人が入っている場合には呼びかけして、必

要に応じて川から退避していただくといったよ

うなこと。放流が始まりますと、このような電

光表示盤、これも杉安ダムを例にしますと10カ

所以上、確かついておったかと思います。

具体的には、じゃあダム放流のときの、実際

の通知通報の流れということで、ちょっとここ

にフローで書きました。

まず、雨が降りますと、その雨をもとにしま

して出水の予測をいたします。やっぱりこれは

放流が必要だということになりますと、放流開

始の決定をいたしまして、そうしますと、実際

に、今度は川に誰か人が入っていないかとかいっ

たようなことでパトロールをかけます。

そして、そのないことを確認いたしまして、

関係機関へ具体的にファクス等によって通知を

します。サイレンが放流の15分前までにサイレ

ンを鳴らせるということになっておりまして、

当社のダムにおきましては、60秒掛ける３回の

サイレンが鳴ります。途中に10秒間の休止を２

回ほど挟みます。計３分20秒ぐらいサイレンが、

何か聞こえるような感じになろうかというふう

に思います。

実際に放流を開始しますと、電光表示盤を点

灯します。放流中につきましては、先ほど申し

ましたような、もちろんダムの放流操作を適切

に行うということが第一ですけれども、その他

のダムの情報等を河川管理者様等へ適時通報し

てまいります。

具体的な通報先の一例を、ここで杉安ダムを

例に書かせていただいています。

左側に通知通報先、ちょっと前が、字が小そ

うございますので、お手元の資料をごらんいた

だきたいと思いますけれども、例えば、一番左

上が宮崎県様、これは河川管理者様に対して、

一番報告、通報を密にするところでございます

けれども、宮崎県様から始まりまして、西都市、

宮崎市の佐土原総合支所、新富町役場様、そう

いったところと警察、それから土木事務所、Ｊ

Ｒ様、それから変わったところでは速川神社さ

んとか、それから一番最後には、これは河口付

近にあります貸し船店とか、こういったところ

にも通報をさしあげるようにしています。

この表の見方ですけれども、左上に凡例が書

いてございますが、アルファベットの「Ｔ」は

テレフォンの電話ということで、「Ｔ」と書かせ

ていただきました。赤字で書いております「Ｆ」

は、これはファクスです。それから、緑で書い

ています「Ｍ」は、Ｅメールということで、こ

ういった媒体を介しまして御連絡さしあげると

いうふうにしています。

じゃあ、どういうタイミングでということで、

項目の上の欄になりますけれども、最初、放流

開始時から始まりまして、洪水量に到達したと

きと。洪水量に到達いたしますと、毎正時、例

えば県のほうにはメールを差し上げていると。

設計洪水量の50％到達、この設計洪水量とい

うのは、ダムをつくります折の計画になります

最大の流量、これを設計洪水量と言いますけれ

ども、その量の50％に達したときにもまた連絡

しなさいと。それから、流量が最大になったと
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き、また、流量がずっと下がってきて、洪水量

を下回ったとき、放流を停止したときと。

その他のタイミングとしましては、例えば、

変わったところですと、上から４つ目の新富町

役場様、ここに対しては100トン、200トンの到

達時というのが、その他の欄に項目がございま

すが、これは、新富町様のエリアにおきまして、

西都市もそうなんですけれども、潜水橋が幾つ

かございまして、こういったところの通行どめ

をなさるのが、各自治体様の責任のもとでやら

れることになっておりますから、こういったタ

イミングになりますと御連絡を差し上げて、自

治体様の判断によって通行どめをされるとか

いったようなことに活用されておるということ

で聞いております。

ちょっと、いきなり杉安ダムと言いましたけ

れども、ここに位置をつけていますが、ちょう

ど宮崎県の中央部に位置します。西都市にござ

います。下流側は新富町様であったり、宮崎市

の佐土原町といったようなエリアになってござ

います。これは、非常に地図が小そうございま

すので、資料の最後のページに拡大した地図を、

ちょっとお載せしております。これ、宮崎県内

のダムの一覧、位置図を、ちょっと全てつけさ

せていただきました。

以上でございますが、これからも当社といた

しましては、ダムの適切な放流操作と地域の防

災につながりますようなダム情報の確実な提供

に、積極的にその確実な提供ということで、積

極的に取り組んでまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

○中野委員長 ありがとうございました。御説

明が終わりました。

ここからは委員の皆さんの御意見があればお

聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

○緒嶋委員 どうもありがとうございました。

北海道でブラックアウト、北海道であった地震

のときに、ああいうことが九電でもどこでも起

こる可能性があると言われておるわけですけれ

ども、現実問題としてまだ九電でそういうこと

が起こったと聞いたことがないんですけれども、

可能性というのはやっぱりかなり高いわけです

か。ああいう災害とか、熊本地震の場合も部分

だからなかったわけですが、北海道はたまたま

一番大きな火力発電所がやられたということで、

そういうふうになったというようなことも聞い

たんですけれども、実際、九電の場合は、可能

性というのはどういうふうに認識されておるん

ですか。

○星副センター長 北海道の場合は、ひとつ言

われているのは、苫東厚真という発電所に供給

力が集中していたと。もう一つは、本州との連

携が直流連系ということで余り強くなかったと。

そのほか複合的な要因、水力発電所が送電線の

関係でとまったとか、そういったことで広域な

大停電が起こったということでございますが、

九州の場合は関門連系線、これ交流連系でちょっ

と一桁違うぐらい大きな容量で本州と連系され

てございます。それと電源も一番集中している

ところで松浦発電所というのがございまして、

長崎ですね。そこはＪ―ＰＯＷＥＲさんの200万

キロワットの発電所と、当社が今70万キロワッ

トですけれども、あと100万キロを今増設してい

るところで最大で370万キロになるんですけれど

も、そこが仮に厳しい条件の中で倒れても、西

日本地区、60ヘルツ系統というのは非常に大き

くございますので、北海道のように大きな停電

にはならないということを確認してございます。

そういった意味では九州でああいうことが起こ

るというのはもうかなり確率が低いというふう
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に私どもは考えてございます。

○緒嶋委員 九州は今、原子力発電所が２カ所

で動いているわけですよね。やっぱりそういう

のが仮にとまっておるちゅうかそういう状態で

も大丈夫だということですか。

○星副センター長 そうですね。今４基ですけ

れども、大体13カ月ごとに定期点検入りますの

で、どこか１台ぐらいは当然とまっている、あ

るいは２台とまっているということもあろうか

と思いますけれども、そういった電源の組み合

わせを考えても、いざというときは本州側から

の応援がききますので、問題ないということで

ございます。

○緒嶋委員 それと、今度の台風で倒木がかな

りあったので、復旧までにかなりの日数、４日

か５日かかったんじゃないかと思うんですが、

やはり、４日もとまるというのは、いろいろな

意味で生活にかなり影響が出るわけですね。そ

れをいかにこう短くするかと。台風が来るのは

これは避けて通れんわけで、そのあたりがやっ

ぱり課題としてどういうふうに認識されておる

かなと思うんですけれども、倒木なんかの復旧

ですね。

○星副センター長 今回の台風の特徴としまし

ては、特に宮崎県を通りましたんで、風倒木あ

るいは土砂崩れということで、我々も復旧した

いんですけれども、道路に木がかぶさっていて

中に入れないとかそういうこともございました。

最近は、グラップラーといって木を直接つか

んであちこち運ぶというようなそういった重機

も導入しまして、全部で９台、今回導入しまし

たけれども、そういった意味ではかなり風倒木

に対しても早い復旧が今回、長くかかりました

けれども、あの規模に対しては早く復旧できた

のかなと思ってございます。

ああいう森林でのあれは、この協定も書いて

いますけれども、森林組合さんとかそういう得

意としておられるところがございますので、い

かにそこと連携をとって素早く処理するのか、

あるいは道路管理者の方とどういうふうにどこ

を先にやるのかとか、そういったところの連携

強化を図りまして、復旧の迅速化というのを進

めていきたいというふうに考えてございます。

○緒嶋委員 できるだけ風倒木が電線にかから

ないような、事前に災害をできるだけ少なくす

るような、そういうような対策というか、それ

はなかなか難しいわけですか。

○星副センター長 事前に伐採するということ

かと思います。これも、道路管理者さんと協調

しながら、合理的で効率のいいやり方というの

を今後考えていきたいというふうに考えてござ

いまして、そういった意味では今調整を進めて

いるところでございます。

○丸山委員 関連で、今回の台風でかなり倒木

があって停電になったものですから、事前に切っ

たほうがいいんじゃないかということで、聞い

ている国道10号線、国が管理している部分はか

なり木を切っているという情報も入っているん

ですけれども、県の場合でいいますと、県のほ

うで昨年、美しい宮崎づくり推進条例ができて、

活動する団体に登録していただければ、加盟団

体が10万円出せば、市町村が10万円、県が20万

円、合計40万円の事業ができるよというのがで

きました。景観ということですれば、国道とか

県道関係なく、もちろん地権者の了解も得られ

ればということなんですが、木も切っていいで

すよという話が出てきているもんですから、ぜ

ひ一緒に活動団体として登録して活動していた

だければ、そういうのも含めて、先に、倒れる

前にといいますか、今は何かこう枝ぐらいしか
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切っていないことが多いもんですから、もう下

からばっさり切ったほうが景観もよくなって明

るくなって非常に安全だというふうにしている

もんですから、県のほうからこういう活動団体

に協力してもらえませんかという話は来ている

もんでしょうか。

○永家配電部長 今のところ、そういう依頼は

来ていないんですけれども、私どももちろん電

力を復旧して、ある意味前もって切るという意

味ももちろんあるんですけれども、やはり宮崎

県ももちろん林業として木を大事にしていると

ころもありますし、道路の中でいうともちろん

街路樹とかいろんなものがありまして、いわゆ

る配電線というのは山の上もいろんなところを

電線が通っているもんですから、やっぱりそれ

ぞれの木を大事にされる方、そして道路をうま

く通るとかいう関係、そして私どもの電力を供

給する、この辺をしっかりバランスをとってやっ

ていく必要があるんだなというふうに思います。

したがって道路を管理されている自治体さんと

の連携をとりながら、リスクのあるところを協

調しながらやっていくんだろうなというふうに

考えています。

○丸山委員 別な視点として、２ページ・３ペ

ージに災害に対する体制ということで事業所と

こう書いてあるんですが、私、小林なもんです

から、昔小林にも支社があったんですが、だん

だんこう統廃合が進んできて、九州電力さんも

以前とするとかなり人員が少なくなっているの

かなと、全体的にやっぱりこう統廃合といいま

すか、効率化するためになっているんじゃない

かと思っているんですが、10年前と今とすると、

九電さんの作業、九電工さんと連携、子会社等

があったと思うんですが、そういう人員が今ど

ういうような状況だというふうに認識すればよ

ろしいでしょうか。作業班、特に災害復旧とか

に対する作業員が、本当に今回かなり九州内外

から応援に来てもらったという話もよく聞くん

ですが、今はどういう状況なのかなというのを

認識したいと思うんです。

○永家配電部長 作業班については、もちろん

電気の設備をつくっていくために必要な人員と

かありますので工事をするのに必要な人員が必

要です。ただし、災害については、局所的に発

生をすると。例えば今回の部分についても鹿児

島・宮崎が集中的にやられますよね。場合によっ

ては進路の違いによっては長崎に行きますよね。

その中でピークの状態で工事班というのを準備

すると、当然ロスが出て、費用もかかります。

したがって、やはりある程度の工事班を、通常

の工事ができる工事班を確保した上で、当然そ

の被害の集中するところに、冒頭この中で説明

しましたように、早目にその被害を踏まえて先

に送っておく。そしてその被害に備えて復旧を

していく。そして終わればまた通常の形に戻る

ということで、やはりコスト的、設備、コスト

を上げないためにもそういう効率的な班体制が

必要だろうなというふうに思います。

さらに、確かに事業所、以前よりは少なくな

りましたけれども、大きな変化としてはやはり

道路が非常にどんどん以前よりよくなりまして、

お客様へ到達する時間というのも短縮できると

いう状況になりましたので、それを踏まえて事

業所をつくっているということでございます。

○丸山委員 ちなみに今回の台風被害に関して

は事前にどれぐらいの班の体制をしっかりつ

くっていて、災害が大きかったからさらに応援

を幾らぐらいいただいたと認識すればよろしい

でしょうか。

○永家配電部長 済みません。ピーク時にいわ
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ゆる一番被害の大きかったときで、私が担当し

ているところは配電というところで、電柱周り

とかそういうところですけれども、社員と委託

を合わせて大体850名ぐらいの人が集中して対応

していると。大体、他センターからはいわゆる

電線の工事をする班が35班まいりました。35班

というのは、１班は大体４人で構成しています

ので、140名ぐらい、それ以外に電柱を立てる班、

そして伐採をする班の応援をいただきました。

ただし、今回の場合は宮崎も被害を受けたんで

すけれども、鹿児島も受けているものですから、

鹿児島と宮崎に満遍なく全九州から送って対応

いたしました。ただし、当然南から上がってき

ますので、鹿児島が先に復旧するので、鹿児島

班はすぐに今度は宮崎に送ってもらうというこ

とで、早目に被害把握をして、ある復旧の能力

というのを必要なところに入れていくという、

そういうやり方をさせていただきました。それ

でも少し長くなりましたので御迷惑をおかけし

たなというふうには思っています。

○丸山委員 最近、電力の自由化というのが入っ

てきまして、九電さんはしっかりこういう対応

ができるかなと思っているんですが、他の会社

が自由化で売れるようになっていると思います

ので、そういう方々というのは電力をちゃんと

安定供給というのは、九電さんもフォローする

ということで認識すればよろしいですか。ちょっ

とそれが勉強不足なもので教えていただくとあ

りがたいかなと思います。

○星副センター長 私の部署が送配電統括セン

ターという名前、これはいわゆる送電・配電を

する部署は切り分けてやりなさいということで、

全てのお客様に公平中立にサービスを提供する

ということでございます。電力そのものをどこ

からお買い上げになっていようが、送り届ける

サービスについては皆さん公平ということでご

ざいますので、こういう非常災害のときは、ど

こでお買い上げになっているかは、もう我々も

そんなことは意識せずにとにかく線がつながっ

ているところに電気を送るということをやって

おりますので、そこのサービスの差は出ません。

○渡辺委員 ２点お伺いしたいんですが、まず

１点目が、さっき丸山委員のお話も少し絡みま

すが、今九州電力さんの社員の方で宮崎県内に

職場を持って宮崎県内にいらっしゃる社員の方

というのは全部で何名いらっしゃるということ

になるんですか。

○田畑企画・総務部長 1,000名弱ぐらい。

○渡辺委員 1,000名弱。

○田畑企画・総務部長 はい。

○渡辺委員 ＢＣＰのことに関してお伺いした

いと思っておりますけれども、九州電力さんほ

どの会社になればかなり綿密なＢＣＰができて

いるんだろうというふうに理解をしているんで

すが、その中でちょっと教えていただきたいの

が、いただいている資料の11ページの後段のほ

うのいろんな社外機関との協定をお結びになっ

ている中で、例えば森林組合とか輸送会社とか

自衛隊とか高速道路とか、こういうところは社

会インフラの復旧に電力会社の役割は極めて重

要ですから、かなり優先的にいろんなことが行

われるんだろうとちょっと想像しやすいところ

なんですが、例えば一番最後のところにあるロ

ーソンさんとの協定というのは、これは、災害

時に社員の皆さんであるとか、いろんな業務に

当たられる方々が食料品であったり飲料水や生

活必需品等を確保するための協定だと理解をし

ていいですか。

○田畑企画・総務部長 はい。宮崎で結んでい

るものではございませんが、九州電力とローソ
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ンさんとの協定になりますので、今お話しいた

だいたような当社向けのこういった物資の支援

というところで協定を結んでございます。

○渡辺委員 恐らく本社同士でやられていると

いうことで詳細までおわかりなのかわからない

ですけれども、こういうのってかなり細かく結

んであるのかどうかというのをちょっと教えて

いただきたいと思って、わかればなんですが。

なぜこういう質問をしているかというと、県も

いろんなところで例えば協定を結んでいたりす

るわけなんですけれども、その際の協定という

のは必ずしも相当細かいことまで書いてあると

いうものではなくて、紳士協定とはいいません

が、いろんな配慮をしてできるだけ回せるよう

に努力をしますみたいなニュアンスのものが、

行政の結んでいるものでは多かったりするかと

思うんですが、例えば企業間で結んでいるこう

いう協定というのは、例えばローソンだけでは

なくていろんなコンビニ業界さんとかって、自

治体やその他いろんな企業と同じような協定を

たくさん結んでいるというのが想像されるので、

その際に本当にそういうところの協定間での約

束が担保されるような形でかなり細かく結んで

あるものなのかどうか、もしわかればちょっと

後学のために教えていただければと思います。

○田畑企画・総務部長 あくまで優先的にとい

うことで、例えば契約、お金を払うような商取

引のようながちがちしたものでは当然なくて、

あくまで優先的にというところで御協力いただ

くというか、そういった災害のときには協力し

合うという、まさにおっしゃられた紳士協定と

いいますか、そういったものでございます。ど

の程度細かくというか、ものによると思います

けれども、例えば支援物資とかであれば、そう

いった可能な範囲で回してほしいというような

ことになりますでしょうし、例えば宮崎で結ん

でいる石油燃料のものでありましたら、どうい

う燃種のものがどこにあるのでそこは出せる。

例えばここのガスの給油所ではこの燃料の種別

は扱っていないのでということなので、当然私

どもで必要な情報というところは取り決めると

いいますか、情報をお互いに確認しておいて、

この地区であればここのガソリンスタンドに行

けば、例えば高圧発電機車に要るのは普通の燃

料種とは違いますのでというところで、取り決

めといいますか、その中身については当然細か

くお話をお伺いして、どういったときにはどこ

までできるというようなことの内容を詰めるも

のもございましょうし、さっきの物資であれば

どういう局面でローソンさんから何をいただく

というところではありませんので、こういった

場合についてお願いした範囲で御協力できるも

のについてお願いするというような形でやって

いると思います。

○渡辺委員 もう１点だけ。同じくＢＣＰに関

連して、会社としてつくられたり、事業部門そ

れぞれがつくられたり、いろんなものがあると

思うんですが、それを現場の職員の皆さんとい

いますか、社員の皆さんに、徹底というか理解

して、非常時にそういう運用ができるようにと

いうのは、企業としてどんなふうにこう扱って

徹底を図っているというか、もう民間企業とし

てはそれができることが当たり前という前提で

やられているんだろうと思うんですけれども、

その辺もし何か特別な取り組み等ありましたら

教えていただけませんか。

○田畑企画・総務部長 まずは説明の中でもあ

りましたように、まず訓練、実動してみるとい

うことですね。取り決めた計画どおりに事が流

れるのか。台風につきましても、頻繁にといい



- 29 -

平成30年11月30日（金曜日）

ますか、例年来る、大体来るというか来ること

が多いんですけれども、それでも毎年やるとい

うことをしておりますし、あと会社での取り組

みといたしましては、一部署ではできませんの

で、関連する部署といいますか、ほとんど関連

する部署になりますけれども、ワーキングを設

けまして定期的に集まりまして、例えば建屋の

躯体はいいけれども中身の部屋はどうするんだ

というような話は、そのワーキングの中で意見

が出て、対策を今後どうしていくのかとかそう

いったものを議論してピックアップをして対策

を立てていくということをやっています。なの

で、全社的には訓練をしていくというのがひと

つさっき御説明した内容ですし、宮崎でいえば

関係する部署でワーキング、私ども部署は違い

ますけれども、関連する部署の者が集まってワ

ーキングを定期的に開いて、その中で対策がと

れているもの、とれていないもの、新たな事象、

災害というのは起こってきますので、そういっ

た知見を生かしてさらに私どもですることはな

いのかといったものを議論して、新たな対策を

打っていくというようなことをやってございま

す。

○渡辺委員 ありがとうございました。

○坂口委員 ＢＣＰに関して、電力の場合は

ちょっとわからないんですけれども、需要と供

給の関係で、例えばＪＲとかバスとか、通常100

の輸送能力を持っていたものがそこもダメージ

受けて50に減ったとする。そのとき、ＢＣＰ計

画を立ててやっているんですけれども、被害が

なくて能力が100％生かせる企業とか、30％に

おっこちたけれども30％は自分のところのＢＣ

Ｐだってなったときに、100％稼働できる企業と

かが電力消費を70ぐらいに抑えていただかない

とＢＣＰ含めた供給が不可能になるとかいうよ

うな事例ですよね。そのときは、自動車の部品

づくりでも何でもいいんですけれども、そのＢ

ＣＰで最低限確保しなきゃいかんような製品以

上の生産能力があるっていってその企業がフル

稼働すると、そこに電力を使われて供給電力が

下がったときに分配できなくなる可能性があっ

たときに、ちょっと僕の説明がわかりづらいか

もわかりませんけれども、送電能力が半分に落

ちた、ところが100％稼働できるところは100％

の電力を必要とするときに、ＢＣＰで最低限必

要なところへの電力に影響が出てくるとかいう、

みんなが使い合いになったときの調整というの

は、供給会社と電力を使用する側の消費者との

間の調整というのはやっておかないと、万が一

のとき、その調整バランスがとれないと供給不

足とかが起こって、各企業がＢＣＰをやろうに

もやれないところとかが出てくる可能性がある

んじゃないかなと思うんです。この全体のＢＣ

Ｐですけれども、今まで調整されたという話を

聞かないんですよね。

例えば1,000人従業員を持っていると。その人

たちが何らかの交通手段を使って移動しなきゃ

ならない。そこは1,000人の人たちが仕事するだ

けの能力がそのまま維持できたとする。その人

たちが1,000人動いてしまったら、ＪＲなりバス

会社の能力自体がおっこちてしまって800人しか

動かせないときに、完全操業やられて1,000人や

られたら、今度はＢＣＰのために必要とすると

ころが、500人なら500人の移動能力をそこに回

せないとき、供給できないとき、そういうとき

はみんなが調整しておいて、うちは100％働ける

けれども、あそこのＢＣＰ維持のためにうちは70

に落とすよとかいう調整がないと、供給する側

だけの論理ではちょっとそのバランスがとれな

いというか、帳尻が合わなくなることがあるん
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じゃないかと思うんですよね。そこらの調整と

いうのは大まかにでも、これ行政が中心になら

んとできんと思うんですけれども、やられてい

るものなんですか。

○星副センター長 ちょっと難しい仮定のお話

かと思いますけれども、需要と供給のバランス

がうまくとれない状況、いわゆる発電側にも何

か問題があって、お客様が望まれている電気を

全部供給するだけの電源がないということを

おっしゃっているんだと思います。

その場合はやはり負荷側で少し調整をしてい

ただくしかないとは思います。ただ、そこに向

けて事前に何か決めているというのは特にござ

いませんが、一部の電力会社さんでは何かあっ

たときには需要を抑えてくださいみたいな契約

を結ぶという動きもあってございます。それは

非常災害用というより何かあったときに絞って

くださいねというようなことで、お互いウイン

・ウインでやっているものだと思いますけれど

も、どれくらいの規模の電気が要るのか、どれ

だけバランスが崩れるのかというのはケース・

バイ・ケースでございましょうから、なかなか

あらかじめ何かというのは実際にはちょっと難

しいのかなという気もいたします。ただ、御指

摘のようなことについての事態というのは、ま

た起こらないというわけではないのかなとは思

います。

○坂口委員 そう難しく考えずに、ＢＣＰの計

画を立てて、どこかで何か供給不足が起こった

ときはとりあえずＢＣＰだけのものを動いてい

ただくってことでですね。僕が言っている意味

がわかんないですかね。ＢＣＰを考えると、最

低限の維持、必要なものを供給していくという

作業からすれば、フル稼働できるところがフル

稼働する必要はないと思うんですよね。とりあ

えずはそこんところで我慢していただいて、供

給能力に応じて稼働できるところは稼働を高め

ていっていただくというようなことですよね。

夏、電力会社がクーラーなんかの自粛をしてく

れとか、落としてくれというのをやられますよ

ね。そして供給能力を見ながらフルに使ってく

ださいというあれですよね。そしてやっぱりみ

んながＢＣＰを立てているけれども、何かが一

つ足りなくなったらそのＢＣＰなんて絵に描い

た餅ですよ。動かなくなりますよね。電気が要

るところは電気が来なければ自分のところの

しっかりしたＢＣＰ計画を持っていてもやれな

いという。だからまずはそれを極力担保するた

めに、ことごとくが自分ところのＢＣＰ、やっ

ぱり緊急時もうちはこれだけの稼働を最低限

やっていかないと世の中が回らないんだという

もののＢＣＰですから、これは行政か何かの調

整能力を持ったところの調整でないといけない

けれども、それをやっておかないと使えるとこ

ろがフルに使ってくれたら、やっぱり極端に落

ちたときに供給不足が起こると思うんですよね。

だけれども、ＢＣＰ計画で全部が遠慮して消費

を落としても起こる可能性ってあるけれども、

せめてそれだけはやっておかないとだめなん

じゃないかなという、パニックになるんじゃな

いかなという気がしてですね。ちょっと僕の説

明がわからんかな。

○星副センター長 多分そういう優先づけにつ

いては、我々一企業だけではちょっとできない

話かと思いますので……。

○坂口委員 だからできなくていいんです。ま

た、できっこないんです。だからそういう認識

が、今、行政側にないんですよね。各社にＢＣ

Ｐつくらせるでしょう。自治体もつくるでしょ

う。ところが、ＢＣＰを動かすために電気は来
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るものと、燃料もあるものと、どこと契約して

いますってやっているけれども、どこかが狂っ

たらそれは来ないんですよ。だけれども、潤沢

につくって潤沢に使っているところもあるわけ

ですね。そこが遠慮してくれて、それを融通し

合えば極力そのリスクは減っていくんじゃない

かという話をしているんです。だからそういっ

たものが行政側に今感覚的にないんじゃない

かって思うんですね。ＢＣＰ計画はたくさん立

てていますよ。でもそれには他力本願の部分が

大分あります。従業員が来るためにバスも動い

てくれるものと、しかし宮交さんがそのバスの

半分しか、100台あるバスを50台しか動かせな

かったら、100人いる企業が100人そのバスに乗っ

たら、ＢＣＰで30人必要なところの30人が乗る

バスはもうないんですよね。だから100人いるけ

れども、うちは50人の社員で社会に対して最低

限の責任を果たせるというのがＢＣＰ計画で

しょう。50人の椅子をあけてくれればその30人

の人が乗っかれるということを言っているんで

す。だから九電さんにその調整をやれというこ

とではないんです。そういった調整を行政がやっ

たって話を全く聞かないから、内部ででもそう

いう調整というのは、何か行政側との調整とい

うのはあるんですかね。

○星副センター長 今言われたようなその優先

づけといいますか、管理できるようになれば、

我々としても非常に供給しやすいかなとは思い

ます。今もう我々が思っているのは、最後の最

後の手段は、計画停電ですよね。この地区はい

わゆる何時から何時まではとめてくださいみた

いな形で需要と供給をイコールにするというス

キームが最後の最後のよりどころかなと思って

ございます。その前にそういうことができれば

大分いいのかなとは思います。

○坂口委員 計画停電ではちょっとケースが違

いますもんね。だからそこんところ、僕の説明

がちょっとわからんかな。

○緒嶋委員 地震が起きた場合に電柱が倒れた

りすると、もう移動もできんようになるわけで

すね。だから、やっぱり都会は特に、電柱の地

中化というか、それをやっぱり進めなきゃいか

んとですが、九電としてはそのことについて、

これは国土の強靭化にも絡みがあるわけですが、

どういうようなスタンスでその地中化を考えて

おられるわけですか。行政がやらにゃいかんと

我々はいろいろ言うんですけれども、一番の当

事者である九電がどう考えておるのかなと。

○永家配電部長 地中化については、今、以前

から国と自治体とそして道路管理者、そして電

線管理者、私ども電気通信ですね、それで協議

会をつくっております。当然その協議会の中で、

もちろん災害に強い道路とかそういう考え方も

ありますし、景観とかいう考え方もありますし、

電線地中化の協議会というものができ上がって

いますので、その中に折り込んでそれぞれの立

場でここを地中化したいという計画をつくって

計画的にやっていくという形になっています。

○緒嶋委員 その計画の推進の中で、九電は年

間どのくらい地中化されておるわけですか。

○永家配電部長 ちょうど今新しく第７次地中

化計画を国の指導のもとに、国のほうは全国

で1,400キロメートルという目標を掲げて、今度

はそれを各地方整備局とか、九州で何キロやり

ましょうと、そしてそれを宮崎は何キロやりま

しょうという協議会をつくって今進めているん

ですけれども、私が、今どのくらい進めている

かちょっと手持ちに数字がなくて、そういう目

標を持って３年とか４年の中で計画的にやって

いるという状況です。
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○緒嶋委員 やっぱり南海トラフの場合は、日

豊海岸線がもう必ずやられるわけで、やっぱり

避難する人も津波が来るまで避難せにゃいかん。

ところが電柱が倒れて前にも進めないというよ

うなことでは、もう避難もできないということ

になるわけですよね。そうなればやはり、これ

はもう県の行政でも当然だが、津波地帯なんか

はできるだけ早く地中化することで、町部、都

市部はやはり進める必要が多分にあると思うん

です。田舎のほうは津波の心配はないからそれ

は地震で壊れても仕方がないという意見もある

かもしれんけれども、やっぱり海岸線のほうは、

宮崎とか延岡とか日南とか、そういうところは

やはり海岸で津波の浸水地域なんかは特に地中

化することで人命を救うと。何が何でもやはり

人命をどう守っていくかというのが、やっぱり

この地震対策で一番基本にならにゃいかんと思

うとですよね。津波が来るまでに避難すると、

そのためにはそういうような避難ルートがはっ

きりしていないと避難もできない、ということ

になると人命が危ないということにもなるので、

やっぱりそれは九電としても、もうそれは国の

方針の中でできるだけやっていただきたいなと

いうふうに思います。

○永家配電部長 協議会の中でしっかり議論し

てやっていく必要があるなというふうに思って

います。

○丸山委員 関連といいますか、ちなみに今の

電線電柱、震度がどれくらいまでだったら倒れ

ないとか、何か規定があるんですか。全然もう

認識がないものですから、震度が６とか７だっ

たらもう倒れやすくなるのか、液状化すれば倒

れやすくなるのはわかるんですが、していない

という前提ではどのくらいと認識すればよろし

いですか。

○永家配電部長 そこは今ここで答え、ちょっ

と手持ちにないんですけれども、もともと電線

電柱は国の決めた設備基準というのがありまし

て、電線電柱の長さの大体６分の１ぐらい埋め

ましょうというふうになっているんです。例え

ば12メーターの電柱だと２メーターぐらい入っ

ているんです。電柱があってその間に電線がこ

う張っていますけれども、一般的には電柱がな

ぜ倒れるのかというのは横風で、幾ら埋めてい

ても強い風があって倒れるケースがある。でも

通常風だけでは倒れないんです。木が乗っかっ

て、風では絶対倒れませんから、どちらかとい

うと木が倒れたり家が倒れてきたりして倒れる

性質のものなんですけれども、反面、地震でい

うと、もともと地面自身が支えるものがなくな

りますから、それはケース・バイ・ケースじゃ

ないかなというふうに思います。ただ、言われ

るように、どれくらいの震度というのは、ちょっ

と今手持ちにありませんけれども、イメージ的

には風で物が当たって倒れるというケースです。

通常の風では倒れません。今回みたいな台風、

大きな風が吹いても決して倒れないんですけれ

ども、もともと想定していない大きな飛来物と

か、そういうもので倒れるケースがほとんどで

す。電柱も大分強くなっていますので、風が来

ても全部倒れるわけじゃなくて、少し上がこう

ポキッと折れても、御説明した仮復旧というの

で、できるだけ早く送りたいものですから、起

こしてバンドでぱっととめて、とりあえず送る、

そういうやり方でできるだけ早く復旧していま

す。

○中野委員長 それでは、済みません、最後に

なります。私のほうでちょっと１件だけ、お願

いいたします。

実は10月初めの台風、大変な台風だったと思
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います。おかげで国富町はちょこちょこ停電し

ただけで助かりました。ところが綾町では４日

から５日間、停電、道路が遮断されたという事

実がありました。私もいろいろ聞きましたら、

一方から杉が倒れて電柱にかかっているという

ことで、土木事務所もその倒れて電線にかかっ

た杉は土木事務所も切られないということらし

いですね。実は杉もそこをちょっと切れば別に

倒れて、すぐもう土木事務所が杉を整理して、

道路だけはもう翌日でも通れるような状態にな

るんですよ。電柱の工事がおくれたために道路

も使えなかった。上は錦原というところですけ

れども、人家は少ないけれども、畜舎が多いん

ですよ。その水くみが、あの１本しかありませ

んから、大概のところをやっぱり通って行かな

いといかんので、大変な４日間、５日間だった

と思うんですよ。私が思うには、電線にかかっ

ている杉を切るぐらいやったら、例えば地元の

電気屋さんでも感電しとらなければ切れるん

じゃないかなと思ったりするんですけれども、

その電線にかかった部分については、もう絶対、

九電さんの許可がないとだめだという話でしょ

うか。

○永家配電部長 本当に長く停電したことには、

御迷惑をおかけしましたというふうに思います。

もうおっしゃるとおり、私ども電気に影響する

のは、我々のほうで先ほど話しましたように重

機も少し持っていますので、どんどん切って対

応していきます。多分、その綾町のところの分

については、連続の倒壊でもう、いわゆる300メ

ーター、400メーターずっと連続で木が倒れてい

るケースが１カ所ありまして、これについては

綾のつり橋に行くところなんかは特に連続倒壊

でなかなか我々も入れなくて、これについては

綾町さんと連携をとって、いつまでに道路をつ

くって、そしてお互い解消していきましょうと

かそういう対応をいたしました。それ以外にも

やはりおっしゃるとおり、ちょっと畜舎のほう

はできない部分ありますけれども、一般生活の

方々ができるだけ停電の間に困らないように、

そういう道路に復旧班が入れなくてできないと

ころについては、場合によっては我々が発電機

を一軒一軒お配りして対応したケースもござい

ます。

○中野委員長 だから今後、そういう部分につ

いては、何とかちょっとそこだけやってもらえ

ればすぐ道路はもう土木事務所で処理できるか

ら、ケース・バイ・ケースによってはそういう

のをちゃんとさっと見てもらえば、地元の電気

会社でも電気工事屋でも切れるんじゃないかな

というところにもぜひ考えてもらえば、もう１

日で道路は通れるなということですので。

○永家配電部長 そうですね。いろんなところ

の協力を得ながらしっかりやっていきたいと思

います。

○中野委員長 ぜひそういう部分は、やっぱり

もう水と電気はもう生活必需、特に畜産団地に

なりますと大変ですので、ぜひよろしくお願い

いたします。

時間も参りました。私のほうから一言申し上

げまして終了にしたいと思います。

本日は大変お忙しい中、御出席いただきまし

て、まことにありがとうございました。大変貴

重な時間をいただき、御説明をいただきました。

委員一同、本日お聞かせいただきましたこと

は、今後の委員会活動において十分に反映させ

てまいりたいと存じております。

本日はまことにありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後２時53分休憩
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午後２時56分再開

○中野委員長 それでは委員会を再開いたしま

す。

次、協議事項の１、提言についてであります。

お手元にＡ３、２枚、今までの委員会活動報

告がまとめてあります。

県外調査も終了しまして他県の状況等も調査

できましたので、これからは年度末の報告書の

作成に向けて、県当局や国に対してどのような

提言や働きかけができるかを整理しなければな

りません。これまでの委員会の活動経過につき

ましては、今申し上げましたＡ３版の資料を配

付しておりますので、シナリオではその中身を

検討してくださいということになっていますけ

れども、これを見るとちょっと時間が要ります

ので、私の提案ですけれども、きょうはこれを

お持ち帰って一読していただいて、これまでの

皆さんの発言について、抜けた部分とか、新し

く提言に入れたいという部分がありましたら、

書記のほうに言っていただいて、それを私と副

委員長で取りまとめたいと思っておりますけれ

ども、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 次に、協議事項２の次回委員会

につきましては、１月25日金曜日を予定してお

ります。次回委員会では、最後のまとめという

ことで総務部危機管理課より今年度実施された

津波避難等に関する県民意識調査の取りまとめ

状況等を聞き、その後、報告書の協議を行いた

いと考えております。次回委員会での執行部へ

の説明、資料要求について何かございませんか。

特にないようですので、次回の委員会の内容

につきましては、正副委員長に御一任いただき

たいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、そのような形で準備

させていただきたいと存じます。

最後になりますが、協議事項３のその他で何

かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ありませんですね。

最後になりますが、改めて次回の委員会は年

明けの１月25日、午前10時からを予定しており

ますので、よろしくお願いいたします。

どうもお疲れさまでした。

午後２時59分閉会


